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【
要
約
】
　
従
来
の
ド
イ
ツ
市
民
層
研
究
に
お
い
て
、
ラ
イ
ン
市
民
層
に
関
し
て
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
階
級
利
害
の
代
表
者
と
し
て
そ
の
政
治
的
「
弱
さ
」
が

と
く
に
強
調
さ
れ
、
ま
た
、
鉄
道
建
設
を
通
じ
て
の
彼
ら
の
国
家
へ
の
「
従
属
化
」
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
本
稿
の
目
的
は
、
市
民
層
の
鉄
道
建
設
に
係

わ
る
多
様
な
態
度
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
よ
う
な
～
面
的
な
マ
イ
ナ
ス
評
価
を
再
検
討
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
ラ
イ
ン
市
民
課
の

鉄
道
建
設
構
想
に
関
す
る
検
討
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
ケ
ル
ン
市
と
鉄
道
会
社
の
問
に
発
生
し
た
鉄
道
施
設
問
題
を
め
ぐ
る
二
つ
の
係
争
を
取
り
あ
げ
、

市
民
層
を
代
表
す
る
市
議
会
の
対
応
と
個
別
的
な
問
題
に
関
す
る
議
論
に
つ
い
て
踏
み
込
ん
だ
考
察
を
進
め
て
い
く
。
こ
う
し
た
考
察
に
よ
り
、
ま
ず
、

ラ
イ
ン
市
民
層
の
鉄
道
建
設
構
想
が
鉄
道
の
「
公
共
性
」
を
重
視
す
る
基
本
的
理
念
に
立
脚
し
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
、
ケ
ル
ン
市
議
会
の
鉄
道
会
社
に

対
す
る
「
抵
抗
」
お
よ
び
「
譲
歩
」
に
お
い
て
は
、
「
公
益
」
を
尊
重
す
る
独
自
の
「
公
共
理
念
」
が
働
い
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
八
四
巻
三
号
　
二
〇
〇
㎜
年
五
月

は
　
じ
　
め
　
に

　
ラ
イ
ン
州
の
中
心
都
市
ケ
ル
ン
は
、
ラ
イ
ン
河
の
水
運
を
利
し
た
商
業
都
市
と
し
て
古
く
か
ら
発
展
し
て
き
た
が
、
一
九
世
紀
中
葉
、
ド
イ

ツ
で
鉄
道
建
設
が
急
ピ
ッ
チ
で
進
む
な
か
、
西
部
ド
イ
ツ
鉄
道
網
の
要
衝
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
て
い
く
。
ケ
ル
ン
に
は
ラ
イ
ン
鉄
道
と
ケ

ル
ン
・
ミ
ン
デ
ン
鉄
道
の
二
大
鉄
道
会
社
が
本
拠
を
置
き
、
ラ
イ
ン
河
を
挟
む
か
た
ち
で
各
々
が
路
線
の
拡
張
を
進
め
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、

五
〇
年
代
に
は
、
両
鉄
道
会
社
の
路
線
を
ケ
ル
ン
で
直
結
す
る
た
め
の
巨
大
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
進
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
ラ
イ
ン
両
岸
を
連
絡
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す
る
鉄
道
橋
（
ラ
イ
ン
橋
）
を
建
設
す
る
と
と
も
に
、
旅
客
や
貨
物
を
集
中
的
に
処
理
す
る
中
央
旅
客
駅
と
中
央
貨
物
駅
を
新
た
に
建
設
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
本
稿
で
見
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
鉄
道
施
設
の
建
設
を
め
ぐ
っ
て
、
ケ
ル
ン
市
と
二
つ
の
鉄
道
会
社

は
深
劾
な
対
立
関
係
に
陥
る
こ
と
に
な
る
。

　
ド
イ
ツ
の
鉄
道
建
設
に
お
い
て
、
ラ
イ
ン
市
民
層
が
重
要
な
役
割
を
担
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
彼
ら
は
プ
ロ
イ
セ
ン
政
府
に
鉄

道
建
設
を
熱
心
に
働
き
掛
け
る
と
と
も
に
、
鉄
道
会
社
の
設
立
に
も
積
極
的
に
参
加
し
て
い
っ
た
。
他
方
で
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
三
級
選
挙
制

度
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
て
い
た
ケ
ル
ン
の
市
議
会
に
は
、
鉄
道
会
社
の
役
員
会
に
所
属
す
る
よ
う
な
市
民
が
数
多
く
含
ま
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、

甫
議
会
は
ケ
ル
ン
の
商
業
会
議
所
と
協
力
し
な
が
ら
、
鉄
道
路
線
の
拡
張
や
ラ
イ
ン
橋
の
建
設
を
要
望
す
る
請
願
書
を
政
府
に
繰
り
返
し
提
出

し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
周
辺
諸
国
に
お
け
る
鉄
道
建
設
の
進
展
に
よ
っ
て
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
主
要
な
輸
送
路
が
ケ
ル
ン
を
迂
回
し
て
形
成
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

れ
て
し
ま
う
こ
と
を
強
く
懸
念
し
て
の
行
動
で
あ
っ
た
。

　
す
な
わ
ち
、
ケ
ル
ン
の
市
民
層
は
一
方
で
鉄
道
建
設
の
熱
心
な
推
進
者
で
あ
り
な
が
ら
、
鉄
道
施
設
の
建
設
を
め
ぐ
る
激
し
い
対
立
に
示
さ

れ
る
よ
う
に
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
・
レ
ベ
ル
で
は
鉄
道
会
社
の
利
益
と
は
っ
き
り
と
襖
を
分
か
つ
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
本
稿
で
考
察
の
中
心

と
な
る
の
は
、
こ
う
し
た
鉄
道
建
設
に
係
わ
る
市
民
層
の
多
様
な
態
度
と
、
そ
の
背
後
に
あ
っ
た
彼
ら
の
政
治
的
理
念
の
問
題
で
あ
る
。

　
ド
イ
ツ
市
民
層
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
旧
権
力
へ
の
「
妥
協
」
と
い
っ
た
政
治
的
「
弱
さ
」
が
も
っ
ぱ
ら
強
調
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。

な
か
で
も
大
企
業
家
を
主
体
と
す
る
ラ
イ
ン
市
民
層
は
、
初
期
自
由
主
義
に
特
徴
的
な
理
念
、
た
と
え
ば
、
す
べ
て
の
社
会
層
を
「
調
和
的
」

に
包
摂
し
て
い
く
「
中
間
身
分
（
貧
富
⑦
一
ω
3
滋
）
」
や
「
無
階
級
市
民
社
会
（
霞
p
し
。
ω
Φ
巳
。
。
・
Φ
b
σ
貯
σ
q
角
σ
q
①
ω
亀
ω
鼻
聾
）
」
を
め
ざ
す
理
念
を
早
く
か
ら

捨
て
去
り
、
三
月
革
命
以
前
に
す
で
に
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
階
級
利
害
の
代
表
者
と
な
っ
て
い
た
、
と
見
ら
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
労
働
者
層
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

る
「
下
か
ら
」
の
脅
威
が
増
大
す
る
な
か
で
、
彼
ら
は
真
っ
先
に
プ
ロ
イ
セ
ン
の
保
守
的
勢
力
に
歩
み
寄
っ
た
、
と
理
解
さ
れ
て
き
た
。

　
他
方
で
、
こ
れ
ま
で
我
が
国
の
ド
イ
ツ
鉄
道
史
研
究
に
お
い
て
重
視
さ
れ
て
き
た
の
は
、
鉄
道
建
設
を
通
じ
て
の
、
西
部
企
業
家
層
の
国
家

へ
の
「
従
属
化
」
と
い
っ
た
側
面
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
の
は
、
彼
ら
が
国
家
に
よ
る
鉄
道
建
設
を
第
一
に
望
ん
だ
点
で
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あ
り
、
私
的
企
業
に
よ
る
建
設
に
際
し
て
も
、
国
家
に
よ
る
強
力
な
支
援
を
繰
り
返
し
要
求
し
た
、
と
い
う
事
実
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
ラ
イ
ン

自
由
主
義
者
の
一
人
置
あ
っ
た
ハ
イ
ト
（
ぎ
σ
q
冤
年
く
。
⇒
仙
Φ
「
田
琶
酔
）
が
、
商
工
業
大
臣
と
し
て
三
月
革
命
後
に
推
進
し
た
「
鉄
道
国
有
化
」

政
策
も
、
こ
れ
と
同
じ
文
脈
の
な
か
で
理
解
さ
れ
て
き
た
。
要
す
る
に
、
こ
れ
ら
の
事
例
は
、
ラ
イ
ン
市
民
層
が
鉄
道
の
国
家
に
よ
る
統
制
を

進
ん
で
受
け
入
れ
る
性
向
を
も
っ
て
い
た
左
証
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
鉄
道
建
設
に
お
け
る
ラ
イ
ン
市
民
層
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

態
度
も
、
そ
の
政
治
的
「
弱
さ
」
に
重
点
を
置
い
て
評
価
さ
れ
て
き
た
と
言
え
る
。

　
本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
従
来
の
一
面
的
な
マ
イ
ナ
ス
評
価
を
克
服
す
る
た
め
の
一
試
論
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
ま
ず
第
二
早
で
は
、
ラ
イ

ン
市
民
層
の
鉄
道
建
設
構
想
の
基
礎
に
あ
っ
た
政
治
的
理
念
を
検
討
し
て
お
く
。
そ
し
て
第
二
章
で
は
、
ラ
イ
ン
鉄
道
と
ミ
ン
デ
ン
鉄
道
の
設

立
と
発
展
の
過
程
を
概
観
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
鉄
道
会
社
の
基
本
的
な
特
徴
を
確
認
し
て
お
く
。
そ
の
う
え
で
、
一
八
五
〇
年
代
に
ケ
ル
ン
の

鉄
道
施
設
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
発
生
し
た
二
つ
の
係
争
を
取
り
あ
げ
、
第
三
章
で
二
つ
の
係
争
の
展
開
を
十
分
に
整
理
し
た
の
ち
に
、
第
四
章

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

に
お
い
て
、
個
別
的
な
問
題
を
め
ぐ
る
市
議
会
の
議
論
に
踏
み
込
み
、
議
員
た
ち
の
言
動
に
つ
い
て
詳
細
な
分
析
を
試
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

こ
の
よ
う
な
考
察
を
通
じ
て
、
市
民
層
研
究
に
お
い
て
こ
れ
ま
で
十
分
な
注
意
が
払
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
、
鉄
道
建
設
に
係
わ
る
市
民
層
の
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

治
的
理
念
の
あ
り
方
が
明
ら
か
に
な
ろ
う
。

①
　
た
と
え
ば
、
一
九
世
紀
中
葉
に
は
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
の
鉄
道
橋
の
建
設
と
フ
ラ

　
ン
ス
東
部
の
鉄
道
網
の
整
備
に
よ
り
、
南
ド
イ
ツ
か
ら
大
西
洋
岸
の
ル
ア
ー
ブ
ル

　
に
抜
け
る
輸
送
路
が
創
出
さ
れ
よ
う
と
し
て
お
り
、
こ
れ
に
対
抗
す
る
た
め
に
ケ

　
ル
ン
の
市
議
会
と
商
業
会
議
所
は
、
ケ
ル
ン
・
ギ
ー
セ
ン
線
と
ラ
イ
ン
橋
の
建
設

　
を
強
く
要
望
し
た
の
で
あ
る
。
ぎ
斗
§
ミ
§
窒
四
二
恥
Q
§
職
濤
譜
、
§
詠
禽
窯
寮
ミ

　
（
u
ミ
　
Q
§
沁
映
）
讐
一
G
◎
も
只
ρ
ω
．
刈
甲
刈
Q
o
　
§
O
免
§
肉
身
　
一
Q
O
α
一
甲
ω
■
卜
∂
癖
？
ト
っ
㎝
ご

　
§
ミ
、
想
い
ミ
，
鳶
ミ
墨
黒
建
認
熱
奇
ぎ
ミ
§
ミ
養
漆
ミ
（
目
曲
霞
）
M
一
月
目
お
曽
ω
’
一
黛

　
雲
門
c
Q
㎝
押
ω
．
も
つ
　
蕊
華
中
Q
Q
㎝
卜
⊃
甲
ω
．
悼
■

②
＜
σ
q
ピ
¢
「
⑦
町
窪
訂
。
芦
幻
冨
一
望
。
冨
「
ご
び
①
芭
δ
置
銭
郎
⇒
匹
α
q
Φ
ω
巴
。
。
。
ぎ
｛
〔
・

腎
ぎ
く
①
石
器
ω
暮
σ
q
」
『
を
．
ω
o
窯
巴
町
（
国
σ
q
雫
y
卜
蓼
鴨
ミ
N
時
ミ
窮
馬
嵩
譜
、
Q
§
零

砺
匙
へ
肺
隆
昌
誉
ミ
ミ
N
§
く
町
ミ
隊
長
O
α
げ
桝
ヨ
σ
q
①
詣
る
Q
。
ω
■
ω
■
鵯
越
σ
’
ピ
憲
σ
q
？

急
ぐ
。
。
・
o
ド
ぽ
窓
、
ミ
画
竃
ミ
妬
§
b
畏
嘗
ミ
§
み
「
茜
艮
｛
霞
齢
＼
ζ
．
ち
。
。
G
。
曽
ψ
ω
一
－
Q
。
b
っ
一

じ
○
琶
甲
ご
σ
‘
・
薫
尻
ヨ
霧
信
づ
山
．
、
匪
お
①
臣
9
Φ
O
①
ω
亀
ω
畠
Q
即
．
〆
N
β
○
ぎ
冨
宥
霞

¢
雪
国
巨
多
。
匡
墓
α
Q
山
①
＝
ぴ
①
邑
窪
ゆ
⑦
≦
Φ
α
q
§
α
q
ぎ
U
Φ
三
ω
o
醐
冨
興
し
『
ミ
妬
ー

ミ
、
帖
逡
漕
N
町
韓
ミ
、
野
島
⊃
鱒
ρ
一
〇
刈
ρ
ω
．
G
。
畠
－
ω
①
O
．
（
近
藤
潤
三
・
麦
畠
宏
太
訳

「
浮
田
主
義
と
『
市
民
社
会
』
ー
ド
イ
ツ
に
お
け
る
自
由
主
義
運
動
の
特
質
と

発
展
に
つ
い
て
一
」
噸
社
会
科
学
論
集
（
愛
知
教
育
大
学
）
触
三
二
（
一
九
九
二

年
）
三
〇
〇
頁
。
）
ま
た
、
三
月
革
命
期
に
お
け
る
ラ
イ
ン
自
由
主
義
者
の
「
妥
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協
的
」
側
面
に
つ
い
て
は
、
我
が
国
で
は
末
川
清
氏
の
一
連
の
労
作
が
あ
る
。
た

　
と
え
ば
、
「
三
月
革
命
期
の
ラ
イ
ン
自
由
派
の
政
治
的
性
格
」
桑
原
武
夫
編
噸
ブ

　
ル
ジ
ョ
ワ
革
命
の
比
較
研
究
』
（
筑
摩
書
房
、
一
九
六
四
年
）
。

③
こ
の
よ
う
な
傾
向
を
も
っ
た
研
究
と
し
て
、
北
條
功
「
ド
イ
ツ
産
業
革
命
と
鉄

　
道
建
設
」
高
橋
幸
八
郎
編
㎎
産
業
革
命
の
研
究
』
（
岩
波
書
店
、
｝
九
六
五
年
）
、

　
山
田
徹
雄
「
プ
ロ
イ
セ
ン
に
お
け
る
鉄
道
と
国
家
ー
ベ
ル
ク
魏
マ
ル
ク
鉄
道
の

　
場
合
1
」
『
経
営
史
学
』
一
六
1
～
（
　
九
八
一
年
）
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、

　
こ
う
し
た
研
究
に
あ
っ
て
は
、
鉄
道
建
設
に
お
け
る
市
民
暦
の
態
度
の
根
本
的
な

　
原
因
を
、
ド
イ
ツ
の
経
済
的
後
進
性
に
、
す
な
わ
ち
金
融
市
場
の
未
成
熟
に
帰
着

　
さ
せ
る
傾
向
も
目
立
つ
。

　
　
な
お
、
ド
イ
ツ
本
国
に
お
け
る
研
究
く
．
帰
げ
Φ
P
肉
蹄
§
富
ぎ
§
§
翫
肉
鋳
§
｝

　
ぎ
ぎ
§
§
壽
S
§
箋
§
譜
、
窓
臨
鈎
ミ
ミ
§
七
竃
N
N
ミ
§
’
蛭
昌
㌣
婁
津
偽
9
§
丙
§
ミ

　
§
賦
§
曹
、
さ
砧
ミ
鼻
O
黛
一
ぎ
α
q
Φ
昌
一
〇
鶏
は
、
「
特
殊
な
道
」
論
争
を
踏
ま
え
な

　
が
ら
、
鉄
道
事
業
に
参
加
し
た
ド
イ
ツ
と
イ
ギ
リ
ス
の
企
業
家
の
社
会
的
構
成
や

　
行
動
様
式
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
た
も
の
と
し
て
注
目
に
値
す
る
。
こ
の
研
究
に

　
よ
る
結
論
と
し
て
テ
ー
ン
は
、
両
國
の
企
業
家
の
鉄
道
事
業
に
お
け
る
行
動
を

　
「
規
準
と
逸
脱
扁
、
「
モ
デ
ル
・
ケ
ー
ス
と
特
殊
な
道
」
と
い
っ
た
捉
え
方
で
説
明

　
す
る
こ
と
は
ま
っ
た
く
不
適
切
で
あ
り
、
ま
た
、
鉄
道
事
業
の
展
開
に
お
い
て
ド

　
イ
ツ
市
民
層
に
門
特
別
な
弱
さ
」
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
い
る
。
国
げ
魯
爵
曽
ψ

　
ω
刈
り
ゐ
。
。
P
こ
の
よ
う
に
ド
イ
ツ
本
国
に
お
け
る
鉄
道
史
研
究
も
、
「
特
殊
な
道
偏

　
の
再
検
討
を
重
要
な
課
題
の
一
つ
と
し
て
い
る
。

④
第
王
～
四
章
で
は
、
お
も
に
ケ
ル
ン
市
議
会
の
議
事
録
を
基
本
資
料
と
し
な
が

　
ら
分
析
を
進
め
る
。
註
①
に
前
掲
の
§
Q
§
淘
鋏
一
。
。
心
。
。
－
ω
．
メ
一
。
。
伊
①
と

　
ぎ
爵
、
ミ
ミ
悪
一
譜
、
建
§
6
碁
§
§
－
ぎ
蓬
§
ミ
ミ
轟
建
議
ミ
（
聾
§
縛
§
き
鳩

　
回
ρ
N
｝
Q
。
㎝
孚
が
そ
れ
で
あ
る
。
な
お
、
一
八
五
六
年
七
月
の
議
事
録
の
タ
イ
ト

　
ル
変
更
は
、
同
年
五
月
に
公
布
の
門
ラ
イ
ン
州
都
市
条
令
臨
の
墨
入
に
よ
る
市
議

　
会
の
名
称
変
更
に
よ
る
。

⑤
筆
者
は
す
で
に
、
拙
稿
コ
九
世
紀
中
葉
に
お
け
る
ケ
ル
ン
市
議
会
選
挙
と
市

　
民
窪
目
『
史
林
撫
七
八
…
～
（
一
九
九
五
年
）
で
、
ド
イ
ツ
市
民
層
の
政
治
的
理

　
念
の
再
検
討
を
ゲ
マ
イ
ン
デ
・
レ
ベ
ル
で
進
め
て
い
く
こ
と
の
意
義
を
指
摘
し
た
。

　
ま
た
、
拙
稿
コ
九
世
紀
中
葉
に
お
け
る
ラ
イ
ン
橋
の
建
設
問
題
と
ケ
ル
ン
市
議

　
会
」
糊
愛
知
女
子
短
期
大
学
研
究
紀
要
（
入
掌
編
）
婦
三
三
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
に

　
お
い
て
筆
者
は
、
ラ
イ
ン
橋
の
建
設
問
題
を
通
じ
て
ゲ
マ
イ
ン
デ
と
国
家
の
関
係

　
を
実
量
的
に
解
明
す
る
と
と
も
に
、
「
公
益
」
と
「
私
益
」
に
関
す
る
市
民
暦
の

　
政
治
的
理
念
の
問
題
に
つ
い
て
も
考
察
を
試
み
た
。

112 （440）

第
一
章
　
ラ
イ
ン
市
民
層
の
鉄
道
建
設
構
想

　
本
章
で
は
、
ラ
イ
ン
自
由
主
義
者
の
代
表
で
あ
り
、
三
月
革
命
期
に
自
由
主
義
内
閣
の
中
心
を
担
っ
た
カ
ン
プ
ハ
ウ
ゼ
ン
（
い
凱
。
躍

○
§
冨
き
ω
9
）
と
ハ
ン
ゼ
マ
ン
（
∪
磐
箆
棒
昏
ω
Φ
§
§
）
の
著
作
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
と
く
に
鉄
道
と
国
家
の
関
係
に
係
わ
る
彼
ら
の

政
治
的
理
念
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
て
い
き
た
い
。
両
者
は
そ
れ
ぞ
れ
ケ
ル
ン
と
ア
ー
ヘ
ン
を
拠
点
と
す
る
鉄
道
建
設
運
動
に
お
い
て
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指
導
的
な
役
割
を
果
た
し
、
ま
た
、
後
者
は
ラ
イ
ン
鉄
道
会
社
の
設
立
後
、
そ
の
取
締
役
会
の
副
会
長
に
就
任
し
、
実
際
の
鉄
道
建
設
と
経
営

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
指
導
に
も
あ
た
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
活
動
の
過
程
で
彼
ら
は
、
ケ
ル
ン
・
ア
ー
ヘ
ン
間
の
鉄
道
の
問
題
に
限
ら
ず
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
鉄
道

政
策
～
般
に
関
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
提
案
を
行
っ
て
お
り
、
彼
ら
の
こ
う
し
た
提
案
は
、
州
議
会
に
お
け
る
審
議
に
も
大
き
な
影
響
力
を
も
ち
、

ラ
イ
ン
の
大
企
業
家
層
の
見
解
を
広
く
代
表
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
こ
こ
で
は
ま
ず
、
カ
ン
プ
ハ
ウ
ゼ
ン
の
著
作
『
鉄
道
立
法
の
た
め
の
提
言
』
（
～
八
三
八
年
目
）
を
取
り
あ
げ
、
彼
の
鉄
道
建
設
構
想
に
お
け

る
基
本
的
理
念
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
こ
の
著
作
は
、
将
来
プ
ロ
イ
セ
ン
が
整
備
す
べ
き
「
鉄
道
立
法
」
に
つ
い
て
具
体
的
な
提
案
を

行
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
な
か
で
彼
が
最
も
重
視
し
た
の
が
「
鉄
道
の
公
共
利
用
（
仙
Φ
目
α
h
｛
Φ
臣
什
一
一
〇
げ
Φ
∩
¶
Φ
び
H
餌
口
O
げ
）
」
の
保
証
で
あ
っ
た
。

　
鉄
道
は
当
時
と
し
て
は
ま
っ
た
く
新
し
い
形
態
の
輸
送
手
段
で
は
あ
っ
た
が
、
彼
に
よ
れ
ば
、
鉄
道
も
「
公
共
の
街
道
（
島
ざ
α
h
｛
8
匪
。
冨

Q
。
酔
冨
ゆ
①
）
」
と
し
て
、
一
般
の
街
道
と
同
じ
扱
い
を
受
け
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
主
要
な
街
道
が
国
家
に
よ
っ
て
建
設
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

国
家
の
所
有
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
鉄
道
も
国
家
に
よ
っ
て
建
設
さ
れ
、
国
家
に
帰
属
す
る
の
が
当
然
で
あ
っ
た
。
他
方
で
、
こ
う

し
た
「
公
共
の
街
道
」
は
同
時
に
「
国
民
の
財
産
（
紆
。
。
冥
讐
δ
⇒
塾
u
弓
お
Φ
三
¢
ヨ
）
」
な
の
で
あ
り
、
す
べ
て
の
国
民
が
自
由
に
利
用
で
き
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
カ
ン
プ
ハ
ウ
ゼ
ン
は
文
字
通
り
の
「
エ
ッ
フ
ェ
ン
ト
リ
ヒ
カ
イ
ト
（
O
h
h
①
郎
け
一
一
〇
ゲ
犀
Φ
一
八
）
」
を
と
く
に

尊
重
す
る
立
場
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
国
家
に
は
こ
れ
を
国
民
に
保
証
す
る
義
務
が
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
鉄
道
建
設
が
私
的
企
業

に
委
ね
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
国
家
は
そ
の
会
社
に
対
し
て
鉄
道
の
独
占
的
な
使
用
権
を
決
し
て
認
め
て
は
な
ら
な
い
、
と
彼
は

　
　
　
　
　
　
④

考
え
た
の
で
あ
る
。

　
と
は
い
え
カ
ン
プ
ハ
ウ
ゼ
ン
は
、
鉄
道
会
社
の
私
的
企
業
と
し
て
の
自
立
的
経
営
を
否
定
は
し
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
重
要
性
と
国
家
の
鉄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

道
会
社
に
対
す
る
過
剰
な
「
後
見
（
ゆ
①
＜
。
毒
¢
孟
浪
α
q
）
」
の
危
険
性
に
つ
い
て
、
こ
の
著
作
で
も
指
摘
を
し
て
い
る
。
他
方
で
彼
は
、
国
家
の

鉄
道
会
社
に
対
す
る
監
督
権
を
必
要
不
可
欠
の
も
の
と
考
え
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
国
家
に
は
「
鉄
道
料
金
（
u
d
鋤
ぎ
σ
q
Φ
冠
）
」
を
厳
し
く
規
制

す
る
義
務
が
あ
る
と
さ
れ
た
。
こ
の
「
鉄
道
料
金
」
と
は
、
外
部
の
運
送
業
者
が
自
己
の
車
両
を
持
ち
込
ん
で
鉄
道
を
利
用
す
る
際
に
、
鉄
道
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会
社
に
支
払
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
鉄
道
会
社
は
、
こ
れ
を
建
設
資
本
の
償
却
や
鉄
道
の
維
持
・
管
理
費
に
充
て
る
も
の
と
し
て
利
用
者
か

ら
徴
収
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
運
送
業
も
営
む
鉄
道
会
社
は
、
「
鉄
道
料
金
」
の
不
当
な
設
定
に
よ
っ
て
他
の
運
送
業
者
の
鉄
道
輸
送

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

へ
の
参
入
を
容
易
に
排
除
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
鉄
道
の
「
公
共
性
」
の
保
証
に
は
、
こ
う
し
た
料
金
の
適
正
な
る
設
定
が
必

要
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
つ
づ
い
て
、
ハ
ン
ゼ
マ
ン
の
鉄
道
建
設
構
想
に
つ
い
て
、
彼
の
著
作
咽
国
家
と
の
関
係
に
お
け
る
鉄
道
と
そ
の
株
主
』
（
一
八
三
七

　
⑦

年
刊
）
を
も
と
に
検
討
を
進
め
て
い
き
た
い
。
彼
の
基
本
的
立
脚
点
も
、
カ
ン
プ
ハ
ウ
ゼ
ン
と
同
様
に
、
鉄
道
を
一
般
の
街
道
と
同
等
の
も
の

と
見
な
し
、
国
家
に
よ
る
建
設
を
最
適
と
考
え
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。

　
彼
は
こ
の
著
作
で
、
私
的
企
業
に
よ
る
建
設
の
弊
害
と
、
逆
に
国
家
に
よ
る
建
設
の
有
利
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
な
説
明
を
行
っ
て
い
る
。

鉄
道
会
社
が
も
っ
ぱ
ら
追
求
す
る
「
私
益
扁
は
、
頻
繁
に
「
公
共
の
福
祉
（
量
。
・
毘
α
q
①
導
①
ヨ
Φ
芝
畠
一
）
」
と
衝
突
す
る
。
た
と
え
ば
、
鉄
道
会
社

は
最
初
か
ら
高
い
収
益
を
期
待
で
き
る
路
線
の
み
を
建
設
す
る
が
、
「
公
共
の
福
祉
」
の
た
め
に
は
、
安
く
て
迅
速
な
輸
送
手
段
の
提
供
に
よ

っ
て
初
め
て
輸
送
需
要
が
生
み
出
さ
れ
る
ケ
ー
ス
に
も
十
分
に
配
慮
し
て
、
鉄
道
建
設
は
進
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
で

き
る
の
は
国
家
の
み
で
あ
り
、
ま
た
、
国
家
に
よ
っ
て
鉄
道
が
建
設
さ
れ
る
な
ら
ば
、
「
収
益
性
の
高
い
鉄
道
の
余
剰
利
益
」
を
、
「
収
益
性
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

低
い
が
、
そ
れ
で
も
必
要
な
鉄
道
」
の
た
め
に
容
易
に
分
配
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
、
と
ハ
ン
ゼ
マ
ン
は
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
彼
の
重
視
す
る
「
公
共
の
福
祉
」
と
は
、
国
民
経
済
的
な
観
点
か
ら
理
解
さ
れ
て
い
た
と
言
え
る
。
鉄
道
網
の
整
備
に
よ
っ
て
鉱
工
業
の
み

で
な
く
、
農
業
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
産
業
の
発
展
が
ド
イ
ツ
全
土
で
促
進
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
「
国
民
の
富
（
留
ω
翼
讐
δ
屋
や
円
蝕
9
欝
日
）
」
が
全

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

般
的
に
増
大
し
て
い
く
こ
と
を
、
彼
は
鉄
道
建
設
の
最
大
の
効
用
と
し
て
説
明
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
ハ
ン
ゼ
マ
ン
の
鉄
道
建
設
構
想
は
、
「
公
共
の
福
祉
」
を
理
念
的
な
基
礎
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
他
方
で
彼
は
、
鉄
道
会

社
の
「
私
益
」
の
保
護
も
訴
え
て
い
る
。
そ
の
～
つ
が
、
政
府
に
よ
る
株
式
の
利
息
保
証
の
要
請
で
あ
っ
た
。
こ
の
利
息
保
証
と
は
、
鉄
道
会

社
の
収
益
が
十
分
で
な
い
と
き
、
政
府
が
補
助
金
の
支
出
を
も
っ
て
、
一
定
率
の
利
息
の
配
当
を
保
証
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
は
、

1ユ4 （442）
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国
家
の
利
益
を
大
き
く
損
ね
る
よ
う
な
利
息
保
証
は
不
要
と
し
な
が
ら
も
、
鉄
道
事
業
の
危
険
性
を
考
慮
し
て
、
一
般
の
抵
当
証
券
や
国
債
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

り
も
高
い
利
率
、
す
な
わ
ち
五
％
の
利
息
を
鉄
道
株
に
つ
い
て
保
証
す
る
必
要
性
を
説
い
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
利
息
保
証
は
、
国
家
に
よ
る
積
極
的
な
介
入
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
ハ
ン
ゼ
マ
ン
に
よ
る
「
私
益
」
擁
護
の
姿
勢
は
、
国

家
に
よ
る
利
益
制
限
に
対
す
る
抗
議
と
し
て
も
示
さ
れ
た
。
鉄
道
会
社
の
利
益
制
限
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
を
含
む
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
で
す
で
に
採

用
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
鉄
道
輸
送
増
進
の
た
め
に
運
賃
を
で
き
る
だ
け
低
く
抑
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
。
具
体
的
に
は
、
鉄
道
会
社

の
純
益
率
が
一
定
値
を
超
え
た
場
合
に
、
政
府
が
運
賃
の
値
下
げ
を
強
制
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
ハ
ン
ゼ
マ
ン
は
こ
の
著
作
で
、
こ
う

し
た
利
益
制
限
に
よ
り
鉄
道
建
設
へ
の
投
資
意
欲
が
削
が
れ
た
り
、
利
益
を
追
求
す
る
鉄
道
会
社
の
経
営
努
力
が
損
な
わ
れ
る
危
険
性
の
あ
る

こ
と
、
む
し
ろ
、
鉄
道
会
社
が
高
い
利
益
を
あ
げ
れ
ば
そ
れ
だ
け
建
設
資
本
の
償
却
が
進
む
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
運
賃
の
低
廉
化
も
促

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

進
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
こ
う
し
た
ハ
ン
ゼ
マ
ン
の
基
本
的
立
場
は
、
彼
の
著
書
『
プ
ロ
イ
セ
ン
の
鉄
道
事
業
法
批
判
鵬
（
一
八
四
一
年
刊
）
で
、
さ
ら
に
明
確
な
か
た

ち
で
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
一
八
三
八
年
＝
月
に
公
布
さ
れ
た
「
鉄
道
事
業
法
」
は
、
国
家
に
よ
る
鉄
道
会
社
の
統
制
の
あ
り
方
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

て
詳
細
な
規
定
を
行
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
彼
に
よ
れ
ば
、
こ
の
法
律
は
「
政
府
に
鉄
道
会
社
を
破
滅
さ
せ
る
手
段
を
与
え
る
も
の
」
で
あ
り
、

こ
の
著
書
の
目
的
は
、
こ
の
よ
う
な
法
の
改
正
を
政
府
に
訴
え
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

　
こ
こ
で
は
、
と
く
に
「
国
有
化
」
規
定
に
対
す
る
ハ
ン
ゼ
マ
ン
の
批
判
に
耳
を
傾
け
て
み
よ
う
。
「
鉄
遵
事
業
法
」
は
、
株
式
会
社
に
よ
っ

て
建
設
さ
れ
た
私
有
鉄
道
の
漸
次
的
「
国
有
化
」
の
方
法
を
規
定
し
て
い
た
。
鉄
道
会
社
は
そ
の
純
益
の
一
定
率
を
「
鉄
道
税
（
》
げ
α
Q
p
げ
Φ
）
」

と
し
て
徴
収
さ
れ
、
こ
の
税
収
に
よ
っ
て
政
府
は
鉄
道
株
を
少
し
ず
つ
買
い
取
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
（
笙
一
天
～
三
九
知
）
。
す
な
わ
ち
、
鉄

道
の
建
設
資
本
は
国
家
に
よ
っ
て
漸
次
的
に
償
却
さ
れ
、
そ
の
完
了
時
点
で
鉄
道
の
所
有
権
は
完
全
に
国
家
に
移
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
「
鉄
道
税
」
の
税
率
に
つ
い
て
、
こ
の
法
律
に
は
明
確
な
規
定
が
な
か
っ
た
。
ハ
ン
ゼ
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
政
府
に

「
無
制
限
の
微
収
権
」
を
留
保
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
税
の
徴
収
は
、
「
投
資
家
に
確
保
さ
れ
る
べ
き
利
益
の
一
部
を
奪
う
」
も
の
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で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
政
府
の
「
無
制
限
の
徴
収
権
」
は
鉄
道
事
業
の
促
進
に
阻
害
的
な
作
用
を
及
ぼ
す
、
と
彼
は
こ
れ
を
厳
し
く
批
判
し

　
　
　
　
⑮

た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
ハ
ン
ゼ
マ
ン
は
、
国
家
に
対
し
て
鉄
道
会
社
の
「
私
益
」
を
強
く
擁
護
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
「
公
共
の
福
祉
」
を

担
う
鉄
道
建
設
の
推
進
や
、
前
述
の
よ
う
に
、
運
賃
の
低
廉
化
を
考
慮
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
他
方
で
注
目
す
べ
き
点
は
、
彼
が
鉄
道
会
社

に
対
す
る
国
家
の
認
可
権
や
監
督
権
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
こ
と
は
な
く
、
ま
た
、
私
有
鉄
道
の
将
来
的
な
「
国
有
化
」
に
つ
い
て
も
異
論
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

唱
え
る
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
結
局
の
と
こ
ろ
、
カ
ン
プ
ハ
ウ
ゼ
ン
も
ハ
ン
ゼ
マ
ン
も
、
鉄
道
の
「
公
共
性
偏
と
鉄
道
会
社
の
「
私
益
」
と
の
調
和
に
苦
慮
し
な
が
ら
、
そ

れ
ぞ
れ
が
重
点
を
異
に
し
た
、
特
徴
を
も
っ
た
議
論
を
展
開
し
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
彼
ら
の
鉄
道
建
設
構
…
想
は
前
者

の
「
公
共
性
」
を
決
定
的
に
重
視
す
る
基
本
的
理
念
に
依
拠
し
て
お
り
、
国
家
に
よ
る
嬉
遊
建
設
を
求
め
る
姿
勢
も
、
「
公
共
性
」
の
保
証
を

第
一
の
理
由
と
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
私
的
企
業
と
し
て
の
鉄
道
会
社
も
、
国
家
に
よ
る
統
制
の
不
可
欠
な
「
公
共
企
業
体
」
と
し
て
構
想
さ

れ
た
と
雷
え
る
。
次
章
で
は
、
ケ
ル
ン
で
設
立
さ
れ
た
二
つ
の
鉄
道
会
社
に
つ
い
て
、
国
家
と
の
関
係
を
含
め
て
そ
の
基
本
的
特
徴
を
確
認
し

て
い
く
こ
と
に
な
る
。
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れ
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道
建
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一
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彼
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本
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理
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い
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。
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間
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道
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ゼ
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も
、
門
鉄
道
事
業
法
」
以
前
に
、
鉄
道
の
株

　
式
資
本
の
償
却
方
法
や
国
家
に
よ
る
買
収
に
つ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
提
案
を
行
っ

　
て
い
た
。
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ハ
ン
ゼ
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ン
は
、
ア
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エ
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ス

　
ヴ
ァ
ル
ト
内
閣
の
蔵
摺
時
代
に
、
私
有
鉄
馬
の
買
収
と
国
有
鉄
道
の
建
設
を
推
進

　
す
る
大
規
模
な
門
鉄
道
国
膚
化
」
計
画
を
立
案
し
て
い
る
。
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．
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第
二
章
　
ケ
ル
ン
に
お
け
る
二
つ
の
鉄
道
会
社
の
設
立
と
発
展

（一

j
　
ラ
イ
ン
鉄
道
会
社

　
一
八
三
三
年
三
月
、
ケ
ル
ン
・
ア
ー
ヘ
ン
問
の
鉄
遵
建
設
を
準
備
す
る
委
員
会
（
O
・
巨
邑
が
、
L
・
カ
ン
プ
ハ
ウ
ゼ
ン
を
は
じ
め
、
銀
行

家
の
シ
ャ
ー
フ
ハ
ウ
ゼ
ン
（
〉
げ
吋
鋤
ゲ
鋤
ヨ
ω
O
げ
蝉
鋤
｛
｛
7
P
¢
5
Q
Φ
口
）
や
シ
ュ
タ
イ
ン
（
甘
訂
自
明
ド
ω
邑
p
）
を
有
力
な
メ
ン
バ
ー
と
し
て
ケ
ル
ン
で
結
成

さ
れ
た
。
彼
ら
が
め
ざ
し
た
鉄
道
建
設
の
目
的
は
、
ア
ー
ヘ
ン
経
由
で
ア
ン
ト
ワ
ー
プ
ま
で
到
達
す
る
鉄
道
を
ケ
ル
ン
の
港
と
接
続
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
ラ
イ
ン
河
口
を
支
配
す
る
オ
ラ
ン
ダ
を
迂
回
す
る
新
し
い
輸
送
路
を
創
出
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
当
時
オ
ラ
ン
ダ
は
、
通
過
税
の

徴
収
に
よ
り
ケ
ル
ン
の
商
業
に
大
き
な
損
害
を
与
え
て
お
り
、
カ
ン
プ
ハ
ウ
ゼ
ン
は
建
設
す
べ
き
鉄
道
を
「
鉄
の
ラ
イ
ン
（
α
謡
曲
Φ
ヨ
Φ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

畢
Φ
ぎ
）
」
と
呼
び
、
そ
の
必
要
性
を
政
府
に
熱
心
に
説
い
た
の
で
あ
る
。
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〔表ユ〕　ライン鉄道会社設立時の株式応募者（上f立10名）

株　数 応　　募　　者 職業／会社 住所／所在地

1，002 OPPenhei皿lun．　u．　Co．，　Salomon 銀行 Koln

464 Schaaffhausen，　Abraham 銀行家 1（6豆n

392 Emundts，　Franz　JQsef 商人 Aachen

200 Cockeril至，　Erben 商人 Aachen

200 Grunelius　u．　Comp． 銀行 Frank｛urt／M．

200 Rothschild　Fr色res　de　　　　　　　　， 銀行 Paris

190 Wul乳gens，　Christine 鉱山所有者 Eschweiler

184 Saint　Geroge，　Georg　von 船主 Fraロkfurt／M．

137 Erkens　S6hne　u，　Lochner，　Johann 商社 Bochurn

129 Wolff，　Aron 銀行家 Berlin

　
一
八
三
七
年
＝
一
月
、
「
ラ
イ
ン
鉄
道
会
社
」
に
ケ
ル
ン
・
ア
ー
ヘ
ン
間
の
鉄
道
建
設

の
認
可
が
下
り
、
ま
も
な
く
総
額
三
〇
〇
万
タ
ー
ラ
ー
（
一
万
二
〇
〇
〇
株
）
の
株
式
に
つ

い
て
株
主
の
募
集
が
開
始
さ
れ
た
。
こ
の
株
式
の
全
応
募
者
数
は
六
二
六
名
で
あ
っ
た
が
、

そ
の
う
ち
三
九
八
名
（
六
三
・
六
％
）
が
ケ
ル
ン
と
ア
ー
ヘ
ン
の
在
住
者
で
あ
っ
た
。
ま

た
、
全
株
主
の
な
か
で
商
人
や
銀
行
家
を
は
じ
め
と
す
る
企
業
家
層
が
三
六
九
名
（
五

八
・
九
％
）
を
占
め
、
彼
ら
が
一
万
二
〇
〇
〇
株
の
う
ち
九
〇
八
六
株
（
七
五
・
七
％
）
を

取
得
し
た
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
企
業
家
層
の
な
か
で
も
、
ケ
ル
ン
の
銀
行
家
が
大
口
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

株
主
と
し
て
と
く
に
際
立
っ
て
い
た
（
表
1
参
照
）
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
会
社
の
設

立
に
つ
い
て
、
ケ
ル
ン
の
企
業
家
層
の
熱
心
な
活
動
と
、
そ
の
資
本
力
が
決
定
的
な
役
割

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

を
果
た
し
た
こ
と
は
確
か
と
言
え
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
ケ
ル
ン
の
委
員
会
は
一
八
三
三
年
六
月
と
九
月
に
建
設
認
可
の
申
請

を
行
う
に
際
し
て
、
株
式
の
一
部
引
き
受
け
や
五
・
五
％
の
利
息
保
証
を
政
府
に
要
請
し

　
　
④

て
い
た
。
政
府
は
こ
う
し
た
支
援
に
つ
い
て
、
当
初
は
財
政
的
な
理
由
な
ど
か
ら
消
極
的

で
あ
っ
た
が
、
次
第
に
態
度
を
変
化
さ
せ
て
い
っ
た
。
建
設
工
事
が
始
ま
る
と
建
設
資
金

の
不
足
が
す
ぐ
に
明
ら
か
と
な
り
、
一
八
三
八
年
に
は
二
五
〇
万
タ
ー
ラ
ー
の
社
債
の
発

行
が
認
可
さ
れ
た
が
、
政
府
は
そ
の
う
ち
　
○
○
万
タ
ー
ラ
ー
を
引
き
受
け
た
。
さ
ら
に
、

一
八
四
三
年
に
発
行
の
～
二
五
万
タ
ー
ラ
ー
の
社
債
に
つ
い
て
は
三
・
五
％
の
利
息
の
支

払
い
を
、
そ
し
て
、
翌
年
に
発
行
さ
れ
た
同
額
の
株
式
に
つ
い
て
は
四
％
の
利
息
の
配
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

を
政
府
は
保
証
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
利
息
保
証
等
に
よ
る
政
府
の
個
別
的
な
支
援
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を
通
し
て
、
鉄
道
会
社
は
国
家
に
対
す
る
「
従
属
性
」
を
次
第
に
強
め
て
い
っ
た
と
言
え
る
。

　
そ
し
て
、
～
八
四
三
年
一
〇
月
、
ベ
ル
ギ
ー
国
境
へ
と
至
る
ヘ
ル
ベ
ル
ス
タ
ー
ル
線
の
全
線
（
八
六
㎞
）
が
つ
い
に
開
通
し
た
。
そ
れ
ま
で

に
投
下
さ
れ
た
建
設
資
本
の
総
額
は
八
二
五
万
タ
ー
ラ
ー
に
達
し
、
こ
の
時
点
で
ラ
イ
ン
鉄
道
は
、
投
下
資
本
総
額
に
お
い
て
ド
イ
ツ
の
全
鉄

　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

道
の
ト
ッ
プ
に
立
っ
た
。
ま
た
、
五
〇
年
代
の
後
半
か
ら
は
、
他
の
鉄
道
会
社
の
買
収
や
路
線
の
南
北
へ
の
拡
張
も
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
。
一

八
五
七
年
一
月
に
は
、
一
八
四
四
年
に
開
業
し
て
い
た
ボ
ン
・
ケ
ル
ン
鉄
道
（
四
七
㎞
）
が
ま
ず
買
収
さ
れ
、
そ
の
直
後
に
、
ボ
ン
か
ら
ラ
イ

ン
左
岸
を
南
下
し
て
ビ
ン
ゲ
ン
に
至
る
路
線
（
一
〇
六
㎞
）
の
建
設
が
開
始
さ
れ
た
（
一
八
五
九
年
完
成
）
。
さ
ら
に
、
一
八
六
〇
年
七
月
に
は
一

八
五
四
年
に
開
業
の
ケ
ル
ン
・
ク
レ
フ
ェ
ル
ト
鉄
道
（
五
三
㎞
）
が
買
収
さ
れ
、
こ
の
路
線
も
や
が
て
オ
ラ
ン
ダ
国
境
ま
で
延
長
さ
れ
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

に
な
る
（
一
八
六
五
年
完
成
）
。

　
こ
の
よ
う
に
ラ
イ
ン
鉄
道
は
、
ラ
イ
ン
左
岸
に
お
け
る
路
線
の
拡
張
を
進
め
て
い
っ
た
が
、
そ
の
経
営
状
態
は
決
し
て
安
定
し
た
も
の
で
は

な
か
っ
た
。
旅
客
輸
送
量
に
つ
い
て
は
着
実
な
増
加
が
見
ら
れ
た
が
、
貨
物
輸
送
量
に
つ
い
て
は
増
減
が
激
し
く
、
一
八
四
四
～
六
〇
年
の
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

に
輸
送
量
は
一
万
一
〇
〇
〇
～
六
万
三
〇
〇
〇
ト
ン
㎞
の
間
を
大
き
く
揺
れ
動
い
た
。
一
般
株
へ
の
配
当
率
も
一
八
四
八
年
に
一
時
、
○
％
に
ま

で
落
ち
込
む
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
後
、
配
当
率
は
五
〇
年
代
を
通
じ
て
二
・
五
～
六
％
の
間
で
増
加
傾
向
を
示
し
、
社
債

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

や
株
式
の
利
息
保
証
の
た
め
に
政
府
の
緊
急
支
出
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
一
度
も
な
か
っ
た
。

　
一
八
六
〇
年
に
は
、
ラ
イ
ン
鉄
道
の
全
営
業
収
入
は
お
よ
そ
二
一
五
二
タ
ー
ラ
ー
に
達
し
、
社
債
に
つ
い
て
の
利
息
の
支
払
い
と
償
還
（
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

わ
せ
て
約
四
〇
万
タ
ー
ラ
ー
）
を
済
ま
す
と
と
も
に
、
一
般
株
に
つ
い
て
四
・
五
％
の
配
当
（
総
額
六
二
万
善
七
五
〇
タ
ー
ラ
ー
）
が
行
わ
れ
て
い
る
。

他
方
で
こ
の
年
、
ケ
ル
ン
市
の
一
般
予
算
の
歳
入
額
は
ラ
イ
ン
鉄
道
の
営
業
収
入
の
約
五
分
の
～
に
当
た
る
四
六
万
八
三
四
一
タ
ー
ラ
ー
で
あ

　
⑪つ

た
。
こ
う
し
た
比
較
か
ら
も
、
ラ
イ
ン
鉄
道
が
ケ
ル
ン
市
を
圧
倒
す
る
巨
大
な
企
業
体
に
成
長
し
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
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（
二
）
　
ケ
ル
ン
・
ミ
ン
デ
ン
鉄
道
会
社

　
「
ケ
ル
ン
・
ミ
ン
デ
ン
鉄
道
会
社
」
が
ケ
ル
ン
に
設
立
さ
れ
た
の
は
一
八
四
三
年
～
○
月
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
会
社
に
鉄
道
建
設
の
認
可

が
下
り
た
の
は
そ
の
年
の
三
月
で
あ
っ
晦
ご
」
の
と
き
発
行
さ
れ
た
株
式
の
戴
は
一
三
〇
〇
万
タ
⊥
了
（
六
万
五
。
。
。
株
）
で
あ
険

ケ
ル
ン
と
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
で
株
主
の
募
集
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
株
式
の
応
募
者
の
詳
細
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
ケ
ル
ン
で
は
カ
ン
プ
ハ

ウ
ゼ
ン
、
ヘ
ル
シ
ュ
タ
ッ
ト
（
㎏
。
鋸
商
U
磐
凱
国
①
更
9
・
雰
）
、
シ
ャ
ー
フ
ハ
ウ
ゼ
ン
、
シ
ュ
タ
イ
ン
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
（
○
冨
①
夢
①
ぢ
甘
ゆ
』
．

O
p
）
、
ザ
イ
ト
リ
ツ
・
メ
ル
ケ
ン
ス
（
ω
Φ
且
ヨ
N
F
9
①
誉
Φ
織
し
。
）
の
各
銀
行
が
大
口
の
引
き
受
け
手
に
な
っ
た
り
、
募
集
業
務
な
ど
で
も
積
極
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
会
社
の
設
立
に
つ
い
て
も
、
ケ
ル
ン
企
業
家
層
の
資
本
力
は
き
わ
め
て
重
要
な
意
味
を
も

っ
た
の
で
あ
る
。

　
他
方
で
、
ミ
ン
デ
ン
鉄
道
の
場
合
に
は
、
国
家
に
よ
る
強
力
な
支
援
が
最
初
か
ら
約
束
さ
れ
て
お
り
、
会
社
の
「
定
款
」
に
そ
れ
が
明
記
さ

れ
て
い
た
。
ま
ず
国
家
は
、
設
立
時
に
発
行
さ
れ
る
株
式
の
う
ち
七
分
の
～
（
一
八
六
万
タ
ー
ラ
ー
）
を
引
き
受
け
（
第
九
条
）
、
さ
ら
に
、
全
株

式
に
つ
い
て
三
・
五
％
の
利
息
配
当
を
保
証
し
た
（
第
一
七
条
）
。
ま
た
、
こ
の
「
定
款
」
に
は
「
国
有
化
」
に
関
す
る
規
定
も
含
ま
れ
て
い
た
。

国
家
に
よ
っ
て
取
得
さ
れ
た
株
式
の
利
息
と
利
益
の
配
当
は
、
一
般
に
公
募
さ
れ
た
株
式
の
額
面
価
格
で
の
漸
次
的
な
買
い
取
り
（
償
却
）
に

充
て
ら
れ
、
全
株
式
が
国
家
に
取
得
さ
れ
た
時
点
で
、
こ
の
鉄
道
は
「
国
家
の
所
有
」
に
移
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
た
（
第
二
　
条
、
第
二
六

⑭条
）
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
ミ
ン
デ
ン
鉄
道
と
国
家
の
関
係
は
、
ラ
イ
ン
鉄
道
の
場
合
よ
り
も
い
っ
そ
う
緊
密
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

　
こ
の
よ
う
な
国
家
の
支
援
の
も
と
、
資
金
の
調
達
も
建
設
工
事
も
順
調
に
進
み
、
一
八
四
七
年
五
月
に
は
、
ケ
ル
ン
の
対
岸
ド
イ
ツ

（
U
随
縁
か
ら
ミ
ン
デ
ン
に
至
る
全
線
三
六
三
㎞
）
が
開
通
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
を
経
由
し
て
ケ
ル
ン
か
ら
首
都
ベ
ル
リ
ン

ま
で
が
鉄
道
に
よ
り
直
結
し
た
。
そ
し
て
、
五
〇
年
代
も
半
ば
に
な
る
と
、
ミ
ン
デ
ン
鉄
道
も
路
線
の
拡
張
を
積
極
的
に
進
め
る
よ
う
に
な
る
。

ま
ず
、
オ
ー
バ
ー
ハ
ウ
ゼ
ン
か
ら
分
岐
し
て
オ
ラ
ン
ダ
国
境
ま
で
北
上
す
る
路
線
（
七
三
㎞
）
が
一
八
五
六
年
に
完
成
す
る
。
ま
た
、
一
八
五
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五
年
四
月
に
は
ド
イ
ツ
・
ギ
ー
セ
ン
線
（
一
六
六
㎞
）
の
建
設
が
開
始
さ
れ
、
一
八
六
二
年
～
月
ま
で
に
全
線
が
開
通
す
る
。
こ
の
路
線
の
完

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

成
に
よ
っ
て
、
ケ
ル
ン
は
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
経
由
で
南
ド
イ
ツ
の
鉄
道
網
と
結
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
ギ
ー
セ
ン
線
の
完
成
ま
で
に
実

に
六
〇
五
〇
万
タ
ー
ラ
ー
が
建
設
資
本
と
し
て
投
下
さ
れ
、
こ
の
時
点
で
ミ
ン
デ
ン
鉄
道
は
、
投
下
資
本
総
額
に
お
い
て
ド
イ
ツ
の
全
私
有
鉄

　
　
　
　
　
　
　
⑯

道
の
頂
点
に
立
っ
た
。

　
こ
う
し
た
路
線
の
拡
張
も
手
伝
い
、
ミ
ン
デ
ン
鉄
道
の
輸
送
量
は
急
激
に
増
大
し
て
い
っ
た
。
一
八
四
八
年
に
旅
客
輸
送
量
は
五
万
四
四
五

二
人
㎞
で
あ
っ
た
が
、
一
八
六
〇
年
に
は
そ
の
約
二
倍
の
一
〇
万
四
七
六
人
㎞
に
増
加
し
た
。
ま
た
、
貨
物
輸
送
量
は
同
期
間
に
一
万
五
五
三

五
ト
ン
㎞
か
ら
一
四
万
七
三
五
〇
ト
ン
㎞
と
お
よ
そ
一
〇
倍
に
膨
ら
ん
だ
。
一
八
六
〇
年
時
点
で
ミ
ン
デ
ン
鉄
道
は
、
旅
客
と
貨
物
の
両
輸
送
部
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

に
お
い
て
、
全
私
有
鉄
道
の
な
か
で
も
第
｝
位
の
輸
送
量
を
誇
っ
た
。

　
そ
し
て
、
～
八
六
〇
年
に
ミ
ン
デ
ン
鉄
道
の
全
路
線
か
ら
の
営
業
収
入
は
お
よ
そ
五
二
一
万
タ
ー
ラ
ー
に
達
し
た
。
こ
れ
は
先
に
示
し
た
ケ

ル
ン
市
の
歳
入
額
の
実
に
＝
倍
に
当
た
る
。
ま
た
、
ミ
ン
デ
ン
鉄
道
の
一
般
株
へ
の
配
当
率
は
、
五
〇
年
代
を
通
じ
て
五
～
九
％
の
聞
を
推

移
し
、
一
八
六
〇
年
に
は
一
〇
・
五
％
と
い
っ
た
高
率
の
配
当
（
総
額
一
三
六
万
五
画
面
〇
タ
ー
ラ
ー
）
が
行
わ
れ
て
い
る
。
当
然
の
こ
と
な
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

ら
、
こ
の
間
に
国
家
が
利
息
配
当
の
た
め
に
補
助
金
を
支
出
す
る
必
要
は
ま
っ
た
く
生
じ
な
か
っ
た
。

　
本
章
に
お
け
る
検
討
か
ら
、
ケ
ル
ン
で
設
立
さ
れ
た
二
つ
の
鉄
道
会
社
の
特
徴
は
以
下
の
よ
う
に
整
理
で
き
よ
う
。
ま
ず
、
こ
れ
ら
の
鉄
道

会
社
は
ケ
ル
ン
の
企
業
家
層
の
熱
心
な
活
動
と
そ
の
資
本
力
を
も
っ
て
設
立
さ
れ
た
企
業
で
あ
っ
た
が
、
膨
大
な
建
設
資
金
の
調
達
に
は
、
国

家
に
よ
る
財
政
的
支
援
も
必
要
と
さ
れ
、
こ
う
し
た
支
援
を
通
じ
て
鉄
道
会
社
は
国
家
へ
の
「
従
属
性
」
を
次
第
に
高
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

ま
た
、
「
定
款
」
に
特
別
な
「
国
有
化
」
規
定
を
含
む
ミ
ン
デ
ン
鉄
道
は
雷
う
に
及
ば
ず
、
ラ
イ
ン
鉄
道
も
「
鉄
道
事
業
法
」
の
適
用
に
よ
り

将
来
的
な
「
国
有
化
」
を
前
提
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
鉄
道
会
社
は
株
主
の
利
益
の
み
に
結
び
つ
い
た
私
的
企
業
で
は
な
く
、
国
家
と

き
わ
め
て
緊
密
で
特
殊
な
関
係
を
も
っ
た
「
公
共
企
業
体
」
と
言
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
両
鉄
道
会
社
は
一
八
五
〇
年
代
を
通
じ
て
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順
調
な
発
展
を
遂
げ
、
そ
の
経
営
規
模
は
ケ
ル
ン
市
の
財
政
規
模
を
は
る
か
に
上
回
る
ま
で
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
次
章
で
み
る
二
つ
の
係
争

に
お
い
て
ケ
ル
ン
市
と
対
峙
し
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
特
殊
で
巨
大
な
企
業
体
な
の
で
あ
っ
た
。
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第
三
章
　
ケ
ル
ン
市
の
鉄
道
施
設
問
題
を
め
ぐ
る
係
争
の
展
開

（一

j
　
貨
物
駅
の
設
置
を
め
ぐ
る
ラ
イ
ン
鉄
道
と
の
係
争

一九世紀中葉における鉄道建設とケルン市屍層（棚橋）

⑧
　
貨
物
駅
の
埠
頭
へ
の
移
設
問
題

　
前
述
の
よ
う
に
、
ケ
ル
ン
・
ア
ー
ヘ
ン
間
の
鉄
道
建
設
の
目
的
は
「
鉄
の
ラ
イ
ン
」
の
創
出
に
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
目
的
は
、
ラ
イ

ン
河
の
水
上
輸
送
と
鉄
道
輸
送
の
直
接
的
な
連
絡
を
も
っ
て
、
完
全
に
達
成
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
建
設
ル
ー
ト
に
関
し
て
規
定
し
た
「
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

イ
ン
鉄
道
会
社
定
款
」
の
第
三
条
に
も
、
こ
の
鉄
道
が
「
ケ
ル
ン
の
自
由
港
を
起
点
と
す
る
」
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
商
人
た
ち

の
営
業
所
や
銀
行
な
ど
も
ケ
ル
ン
の
港
に
隣
接
し
た
地
域
に
集
中
し
て
お
り
、
貨
物
駅
が
ケ
ル
ン
港
に
開
設
さ
れ
る
こ
と
に
市
民
た
ち
は
大
き

な
期
待
を
寄
せ
た
の
で
あ
る
。

　
開
業
当
初
、
ラ
イ
ン
鉄
道
（
ヘ
ル
ベ
ル
ス
タ
ー
ル
線
）
の
駅
（
旅
客
・
貨
物
両
用
）
は
、
テ
ユ
ル
ム
ヘ
ン
の
避
難
港
近
く
に
暫
定
的
な
も
の
と
し

て
開
設
さ
れ
た
。
他
方
で
ケ
ル
ン
の
港
は
、
そ
れ
よ
り
お
よ
そ
一
・
五
㎞
南
の
浮
橋
の
付
近
に
位
置
し
て
お
り
、
ケ
ル
ン
市
の
管
轄
区
に
あ
っ

た
。
そ
の
た
め
、
一
八
四
二
年
五
月
＝
二
日
、
ケ
ル
ン
市
と
ラ
イ
ン
鉄
道
は
「
協
約
（
＜
Φ
叫
蕾
σ
q
）
」
を
締
結
し
、
駅
の
ケ
ル
ン
港
内
へ
の
移
設

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

を
協
力
し
て
進
め
る
こ
と
に
合
意
し
た
。
（
以
下
、
諸
施
設
の
立
地
に
関
し
て
は
添
付
の
地
図
を
参
照
。
）

　
ケ
ル
ン
市
は
、
こ
の
「
協
約
」
に
従
っ
て
、
港
を
北
に
拡
張
す
る
か
た
ち
で
フ
ラ
ン
ケ
ン
埠
頭
と
ト
ラ
ン
ク
ガ
ッ
セ
埠
頭
を
増
設
す
る
こ
と

に
な
っ
た
。
こ
の
埠
頭
の
増
設
工
事
は
一
入
四
六
年
に
着
手
さ
れ
、
一
八
四
九
年
ま
で
に
完
了
し
た
。
ケ
ル
ン
市
は
、
こ
の
港
の
拡
張
事
業
に

お
よ
そ
一
二
万
タ
ー
ラ
ー
を
費
や
し
た
が
、
さ
ら
に
、
ラ
イ
ン
鉄
道
に
二
万
タ
ー
ラ
ー
の
補
助
金
を
支
払
う
と
と
も
に
、
線
路
の
敷
設
や
駅
の

建
設
に
必
要
な
市
の
所
有
地
を
無
償
で
譲
渡
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
ラ
イ
ン
鉄
道
に
よ
る
引
き
込
み
線
の
工
事
も
「
八
五
二
年
末
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

に
ほ
ぼ
終
了
し
、
あ
と
は
フ
ラ
ン
ケ
ン
埠
頭
へ
の
駅
の
移
設
を
待
つ
の
み
と
な
っ
た
。
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〔地図〕　ケルン市の鉄道関係施設
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一九世紀中葉における鉄道建設とケルン市畏層（棚橋）

　
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
、
ラ
イ
ン
鉄
道
は
駅
の
建
設
に
取
り
掛
か
ろ
う
と
せ
ず
、
一
八
五
四
年
の
秋
に
な
っ
て
、
以
前
の
「
協
約
」
を
補
完
す

る
新
た
な
「
協
定
（
〉
げ
障
O
筥
日
Φ
昌
）
」
の
締
結
を
ケ
ル
ン
市
に
対
し
て
提
起
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
な
か
で
も
つ
ぎ
の
二
つ
の
提
案
が
、
市
議
会

で
大
き
な
問
題
と
し
て
取
り
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
の
～
つ
は
、
フ
ラ
ン
ケ
ン
埠
頭
で
処
理
す
る
貨
物
を
船
へ
の
積
み
替
え
貨
物
の
み
に
限
定
す
る
、

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
「
協
約
」
の
締
結
時
に
は
、
将
来
の
貨
物
輸
送
量
の
増
大
が
過
小
評
価
さ
れ
て
お
り
、
ケ
ル
ン
に
到
着
す
る
全
貨
物

を
処
理
す
る
に
は
埠
頭
の
広
さ
が
も
は
や
十
分
で
は
な
い
、
と
い
う
の
が
そ
の
お
も
な
理
由
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
も
う
一
つ
は
、
以
前
の

「
協
約
」
に
は
明
確
な
規
定
の
な
か
っ
た
埠
頭
使
用
料
の
支
払
い
に
関
す
る
提
案
で
あ
っ
た
。
ラ
イ
ン
鉄
道
は
こ
こ
で
、
鉄
道
に
よ
っ
て
埠
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

に
運
び
込
ま
れ
る
貨
物
に
つ
い
て
、
埠
頭
使
用
料
の
免
除
を
要
求
し
た
の
で
あ
る
。
埠
頭
使
用
料
と
は
、
埠
頭
で
取
り
扱
わ
れ
る
す
べ
て
の
貨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

物
に
つ
い
て
、
港
の
維
持
・
管
理
費
を
名
目
と
し
て
ケ
ル
ン
布
が
徴
収
し
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
市
の
財
政
の
重
要
な
収
入
源
と
な
っ
て
い
た
。

　
一
八
五
四
年
＝
月
一
一
日
と
；
一
日
に
、
ケ
ル
ン
市
と
ラ
イ
ン
鉄
道
の
代
表
者
が
市
庁
舎
に
集
ま
り
、
新
た
な
「
協
定
」
に
関
す
る
話
し

合
い
が
も
た
れ
た
。
そ
こ
で
、
ケ
ル
ン
市
側
が
ラ
イ
ン
鉄
道
側
の
要
求
に
あ
る
程
度
応
じ
る
か
た
ち
で
「
協
定
案
」
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
「
協
定
案
」
で
は
、
フ
ラ
ン
ケ
ン
埠
頭
で
は
船
へ
の
積
み
替
え
貨
物
を
最
優
先
し
て
処
理
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、
埠
頭
使
用
料
に
関
し
て

は
、
船
へ
の
積
み
替
え
貨
物
に
つ
い
て
料
金
の
特
別
割
引
が
、
ま
た
、
埠
頭
の
貨
物
駅
か
ら
ケ
ル
ン
市
内
に
搬
入
さ
れ
た
り
、
ラ
イ
ン
河
対
岸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

の
ミ
ン
デ
ン
鉄
道
の
駅
に
転
送
さ
れ
た
り
す
る
貨
物
に
つ
い
て
は
、
料
金
の
全
額
免
除
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
た
。

　
こ
の
よ
う
な
「
協
定
案
」
が
、
同
年
一
二
月
二
八
日
に
市
議
会
に
提
示
さ
れ
、
そ
の
承
認
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
こ

で
多
く
の
議
員
が
前
述
の
よ
う
な
内
容
に
異
議
を
唱
え
、
翌
年
の
一
月
四
日
、
市
議
会
は
こ
の
「
協
定
案
」
を
「
全
会
｝
致
」
に
よ
り
否
決
す

る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
貨
物
駅
の
移
設
に
関
す
る
ケ
ル
ン
市
と
ラ
イ
ン
鉄
道
の
交
渉
は
、
大
き
な
暗
礁
に
乗
り
上
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

⑧
　
「
中
央
駅
」
構
想
の
波
紋

　
そ
れ
で
も
旅
客
駅
だ
け
は
、

一
入
五
七
年
四
月
に
ト
ラ
ン
ク
ガ
ッ
セ
埠
頭
に
開
設
さ
れ
た
。
他
方
で
、
～
八
四
二
年
の
「
協
約
」
を
厳
密
に
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遵
守
す
る
意
志
は
、
ラ
イ
ン
鉄
道
に
は
も
は
や
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
ラ
イ
ン
鉄
道
は
ま
っ
た
く
忙
し
い
「
中
央
駅
」
構
想
を
そ
の
間

に
立
案
し
、
ケ
ル
ン
市
側
の
強
い
抗
議
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
計
画
を
実
施
に
移
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
こ
の
「
中
央
駅
」
構
想
と
は
、
将
来
的
な
路
線
の
拡
張
と
輸
送
量
の
増
大
を
見
越
し
て
、
旅
客
と
貨
物
の
集
中
的
な
処
理
を
行
う
中
央
旅
客

駅
と
中
央
貨
物
駅
を
、
埠
頭
と
は
ま
っ
た
く
別
の
場
所
に
建
設
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
構
想
は
、
一
八
五
九
年
～
○
月

に
開
通
す
る
ラ
イ
ン
橋
の
建
設
計
画
と
も
密
接
に
関
係
し
て
お
り
、
ラ
イ
ン
橋
と
の
連
絡
の
た
め
ヘ
ル
ベ
ル
ス
タ
ー
ル
線
が
市
の
北
西
部
よ
り

市
壁
内
に
引
き
込
ま
れ
、
こ
の
連
絡
線
の
途
中
（
ド
ー
ム
北
の
植
物
園
）
に
中
央
旅
客
駅
が
開
設
さ
れ
る
計
画
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
旅
客

駅
は
ボ
ン
・
ケ
ル
ン
鉄
道
の
旅
客
処
理
も
統
合
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
目
的
で
、
市
の
南
西
部
に
達
し
て
い
た
同
鉄
道
の
路
線
を
奥
地
の
西

側
を
迂
回
し
て
北
に
延
長
し
、
ヘ
ル
ベ
ル
ス
タ
ー
ル
線
の
連
絡
線
と
市
壁
の
外
（
ゲ
レ
オ
ン
門
の
前
）
で
接
続
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
そ
し

て
、
そ
の
接
続
点
付
近
に
、
大
規
模
な
中
央
貨
物
駅
が
設
置
さ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
計
画
は
、
一
八
四
二
年
の
「
協
約
」
の
主
旨
に
明
ら
か
に
抵
触
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ラ
イ
ン
鉄
道
の
取
締
役
会
は
、
～
八
五

七
年
二
月
に
な
っ
て
ケ
ル
ン
市
に
計
画
の
詳
細
を
説
明
し
、
市
議
会
に
そ
の
承
認
と
協
力
を
正
式
に
求
め
て
き
た
。
市
議
会
は
審
議
の
す
え
、

四
月
二
日
に
ラ
イ
ン
鉄
道
に
対
す
る
「
回
答
一
を
決
議
す
る
。
こ
の
「
回
答
」
は
、
中
央
旅
客
駅
の
建
設
に
関
し
て
は
、
連
絡
線
に
よ
る
市
内

交
通
へ
の
弊
害
を
指
摘
し
な
が
ら
も
、
基
本
的
に
は
歓
迎
の
意
向
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
こ
の
旅
客
駅
に
よ
っ
て
ラ
イ
ン
両
岸
の

旅
客
輸
送
が
ケ
ル
ン
市
内
で
直
接
的
な
連
絡
を
も
つ
こ
と
が
高
く
評
価
さ
れ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
他
方
で
市
議
会
は
、
「
中
央
貨
物
駅
の
郊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

外
に
お
け
る
建
設
は
、
決
定
的
に
有
害
で
あ
る
」
と
し
て
、
そ
の
設
置
に
断
固
た
る
反
対
を
こ
れ
に
よ
り
表
明
し
た
。
市
議
会
は
、
ケ
ル
ン
に

到
着
す
る
全
貨
物
の
処
理
が
埠
頭
で
行
わ
れ
る
こ
と
に
固
執
し
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
ケ
ル
ン
市
側
か
ら
の
「
圓
答
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ラ
イ
ン
鉄
道
は
そ
の
後
、
建
設
用
地
の
買
収
を
進
め
、
市
内
連

絡
線
や
両
中
央
駅
の
建
設
に
着
手
し
て
い
っ
た
。
他
方
で
、
市
議
会
は
議
員
難
名
に
よ
る
「
鉄
道
委
員
会
」
を
組
織
し
（
一
八
五
七
年
四
月
一
六

日
）
、
こ
の
委
員
会
が
駅
施
設
に
関
す
る
全
問
題
の
継
続
的
な
検
討
と
鉄
道
会
社
と
の
直
接
協
議
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
の
後
、
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⑨

貨
物
駅
の
設
置
に
関
す
る
協
議
で
大
き
な
進
展
は
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
な
か
で
、
貨
物
駅
の
設
置
を
め
ぐ
る
係
争
が
再
び

大
き
な
山
場
を
迎
え
る
の
は
、
～
八
五
九
年
の
秋
以
降
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
ろ
、
テ
ユ
ル
ム
ヘ
ン
で
行
わ
れ
て
い
た
貨
物
処
理
が
、
完

成
間
近
に
な
っ
た
ゲ
レ
オ
ン
の
中
央
貨
物
駅
へ
移
さ
れ
始
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
移
転
に
は
、
外
国
貨
物
に
関
係
す
る
税
関
施
設
も
含
ま
れ
て

い
た
。

　
こ
の
と
き
、
市
議
会
の
抗
議
行
動
を
強
力
に
後
押
し
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
商
人
た
ち
の
運
動
で
あ
っ
た
。
中
央
貨
物
駅
に
お
け
る
集

中
的
な
貨
物
処
理
が
既
成
事
実
と
な
り
、
フ
ラ
ン
ケ
ン
埠
頭
の
貨
物
駅
の
実
現
が
さ
ら
に
遠
退
く
こ
と
を
彼
ら
は
強
く
懸
念
し
た
の
で
あ
る
。

一
八
五
九
年
一
二
月
に
は
、
商
人
二
六
〇
名
の
署
名
に
よ
る
陳
情
書
が
市
執
行
部
（
市
長
と
助
役
で
構
成
）
に
提
出
さ
れ
た
。
こ
の
陳
情
書
は
、

貨
物
駅
が
「
で
き
る
だ
け
早
く
、
当
初
計
画
さ
れ
た
場
所
に
設
置
さ
れ
る
よ
う
に
」
、
そ
し
て
、
そ
れ
ま
で
は
テ
ユ
ル
ム
ヘ
ン
の
貨
物
駅
が
維

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

持
さ
れ
る
よ
う
に
、
市
執
行
部
と
市
議
会
が
関
係
諸
機
関
に
働
き
掛
け
る
こ
と
を
強
く
要
請
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
運

動
を
受
け
て
、
市
議
会
も
断
固
た
る
抗
議
行
動
に
出
た
の
で
あ
る
。
～
八
六
〇
年
二
月
九
日
の
市
議
会
で
は
、
「
鉄
道
会
社
は
、
協
約
に
違
反

す
る
〔
貨
物
駅
の
〕
移
転
に
よ
っ
て
市
と
そ
の
住
民
に
生
じ
る
損
害
の
す
べ
て
に
つ
い
て
、
責
任
を
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
ラ
イ
ン
鉄

道
に
対
す
る
「
抗
議
文
」
が
可
決
さ
れ
、
岡
時
に
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
監
督
官
庁
で
あ
る
県
庁
に
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
提
訴
を
行
う
こ
と
が
決

　
　
　
　
　
　
　
⑪

定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
提
訴
に
対
す
る
ケ
ル
ン
県
庁
の
「
通
達
」
（
同
年
二
月
一
一
一
日
付
）
は
、
ラ
イ
ン
鉄
道
の
立
場
を
基
本
的
に
支

持
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
県
長
官
メ
ラ
ー
（
臣
轟
a
〈
。
目
ζ
α
一
一
巴
は
、
一
八
四
二
年
の
「
協
約
」
に
は
テ
ユ
ル
ム
ヘ
ン
の
貨
物

駅
に
関
す
る
規
定
は
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、
ケ
ル
ン
市
は
「
こ
の
協
約
を
持
ち
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
貨
物
駅
の
維
持
を
要
求
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
」
こ
と
、
他
方
で
、
ゲ
レ
オ
ン
の
貨
物
駅
は
す
で
に
「
商
工
業
省
に
よ
っ
て
認
可
さ
れ
た
」
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い

て
も
ケ
ル
ン
市
に
は
異
議
申
し
立
て
の
権
利
が
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
通
達
」
の
最
後
で
メ
ラ
ー
は
、
ケ
ル
ン
市
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

対
し
て
ラ
イ
ン
鉄
道
へ
の
譲
歩
を
強
く
勧
告
し
て
い
る
。
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ま
た
、
県
長
官
メ
ラ
ー
は
、
商
工
業
省
の
管
轄
下
に
あ
り
、
鉄
道
会
社
の
監
督
業
務
を
担
当
す
る
ケ
ル
ン
の
鉄
道
監
督
局
の
局
長
も
兼
任
し

て
い
た
。
こ
の
鉄
道
監
督
局
が
、
こ
う
し
た
係
争
に
つ
い
て
当
事
者
間
の
代
表
者
協
議
を
招
請
す
る
な
ど
、
時
お
り
調
停
役
を
買
っ
て
出
た
が
、

こ
の
機
関
が
ケ
ル
ン
市
の
立
場
を
積
極
的
に
支
持
す
る
こ
と
も
一
切
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
関
税
業
務
を
管
轄
し
て
い
た
州
税
務
庁
も
、
ラ
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

ン
鉄
道
に
よ
る
中
央
貨
物
駅
の
計
画
に
初
め
か
ら
同
意
を
与
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ケ
ル
ン
市
は
上
級
官
庁
の
支
援
を
ま
っ

た
く
得
ら
れ
な
い
と
い
っ
た
決
定
的
に
不
利
な
状
態
に
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
他
方
で
、
ラ
イ
ン
鉄
道
の
強
硬
な
姿
勢
の
背
後
に
は
、
こ

う
し
た
政
府
の
強
力
な
後
ろ
盾
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
と
言
え
よ
う
。

　
結
局
、
ラ
イ
ン
鉄
道
は
、
ケ
ル
ン
市
の
抗
議
行
動
に
動
ず
る
こ
と
な
く
、
「
中
央
駅
」
構
想
の
実
現
を
そ
の
後
も
進
め
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、

一
八
五
九
年
一
〇
月
に
は
中
央
旅
客
駅
が
、
～
八
六
一
年
三
月
に
は
ゲ
レ
オ
ン
の
中
央
貨
物
駅
が
完
成
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
聞
も
ケ
ル
ン

市
は
、
商
業
会
議
所
と
も
協
同
し
て
ラ
イ
ン
鉄
道
に
対
す
る
異
議
申
し
立
て
を
繰
り
返
し
、
㏄
八
六
二
年
八
月
に
は
、
ベ
ル
リ
ン
に
陳
情
団
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

派
遣
し
、
商
工
業
大
臣
に
直
訴
を
行
う
な
ど
し
た
が
、
こ
う
し
た
努
力
も
す
べ
て
徒
労
に
終
わ
る
の
で
あ
る
。
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三
）
　
ラ
イ
ン
橋
の
建
設
用
地
を
め
ぐ
る
ミ
ン
デ
ン
鉄
道
と
の
係
争

　
一
八
五
四
年
六
月
二
二
日
に
締
結
さ
れ
た
商
工
業
省
と
ミ
ン
デ
ン
鉄
道
の
「
協
約
」
に
基
づ
き
、
こ
の
鉄
道
会
社
が
一
般
道
と
鉄
道
両
用
の

ラ
イ
ン
橋
の
建
設
を
請
け
負
う
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
際
ケ
ル
ン
市
に
は
、
建
設
費
（
二
五
〇
万
タ
ー
ラ
ー
）
の
う
ち
二
五
万
タ
ー
ラ
ー
の
負
担

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

が
要
請
さ
れ
、
市
議
会
は
審
議
の
す
え
、
そ
れ
を
補
助
金
と
し
て
ミ
ン
デ
ン
鉄
道
に
支
払
う
こ
と
に
同
意
し
た
（
一
八
五
四
年
～
二
月
一
四
日
）
。

さ
ら
に
ケ
ル
ン
市
に
は
、
陸
上
の
橋
脚
工
事
に
必
要
と
な
る
市
の
所
有
地
を
ミ
ン
デ
ン
鉄
道
へ
譲
渡
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
が
、
そ
の
補
償

条
件
を
め
ぐ
っ
て
両
者
は
激
し
く
衝
突
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
定
礎
式
を
四
ヵ
月
後
に
控
え
た
　
八
五
五
年
五
月
三
〇
日
、
ミ
ン
デ
ン
鉄
道
の
取
締
役
会
は
、
現
時
点
で
は
橋
の
建
設
用
地
を
す
べ
て
確
定

す
る
こ
と
は
難
し
い
と
し
て
、
補
償
条
件
に
関
す
る
合
意
を
先
送
り
し
て
、
必
要
に
応
じ
て
随
時
、
市
有
地
を
譲
渡
す
る
よ
う
ケ
ル
ン
市
に
求
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め
て
き
た
。
そ
の
お
も
な
理
由
は
、
ラ
イ
ン
橋
と
接
続
す
る
こ
と
に
な
る
市
内
連
絡
線
の
設
置
位
置
が
な
お
未
確
定
で
あ
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
市
議
会
は
、
こ
う
し
た
ミ
ン
デ
ン
鉄
道
の
要
求
に
応
じ
よ
う
と
す
る
市
執
行
部
の
提
案
を
拒
否
し
、
補
償
条
件
に
関
す
る
合
意
を
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

提
に
の
み
土
地
の
譲
渡
を
行
う
こ
と
を
決
議
す
る
の
で
あ
る
（
五
月
三
一
日
）
。
そ
の
結
果
、
両
者
の
交
渉
は
行
き
づ
ま
り
、
同
年
一
〇
月
三
日

の
定
礎
後
も
、
ミ
ン
デ
ン
鉄
道
は
ラ
イ
ン
左
岸
（
ケ
ル
ン
市
側
）
の
橋
脚
工
事
に
着
手
で
き
な
い
状
態
が
し
ば
ら
く
続
く
こ
と
に
な
る
。

　
翌
年
の
三
月
三
〇
日
に
な
っ
て
ミ
ン
デ
ン
鉄
道
は
、
ラ
イ
ン
橋
の
建
設
用
地
の
獲
得
を
、
市
内
連
絡
線
な
ど
の
「
計
画
が
最
終
的
に
確
定
す

る
ま
で
引
き
延
ば
す
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ケ
ン
広
場
と
そ
の
周
辺
の
建
設
用
地
を
具
体
的
に
提
示
し
て
、
そ
の
早
急
な
る
譲

渡
を
ケ
ル
ン
市
に
申
し
入
れ
て
き
た
。
こ
れ
を
受
け
て
市
議
会
は
、
ま
ず
特
別
委
員
会
を
設
置
し
て
、
請
求
す
べ
き
補
償
額
の
査
定
を
こ
れ
に

委
任
し
た
。
こ
の
委
員
会
は
、
補
償
の
対
象
と
す
べ
き
土
地
を
、
④
ミ
ン
デ
ン
鉄
道
の
所
有
と
し
て
譲
渡
（
目
売
却
）
さ
れ
る
も
の
、
⑤
天
井

部
の
架
橋
に
よ
っ
て
価
値
を
損
な
わ
れ
る
も
の
、
◎
作
業
場
や
資
材
置
き
場
と
し
て
一
時
的
に
貸
与
さ
れ
る
も
の
の
三
種
類
に
分
類
し
、
そ
れ

ぞ
れ
に
つ
い
て
補
償
額
（
売
却
額
）
を
設
定
す
る
草
案
を
作
成
し
た
。
四
月
一
七
日
、
市
議
会
は
こ
の
よ
う
な
委
員
会
案
を
基
本
的
に
承
認
し
、

総
額
七
万
　
二
〇
〇
タ
ー
ラ
ー
の
補
償
額
の
受
け
入
れ
を
条
件
と
し
て
土
地
譲
渡
を
行
う
こ
と
が
、
ミ
ン
デ
ン
鉄
道
に
通
告
さ
れ
た
の
で
あ
っ

⑰
た
。　

こ
の
よ
う
な
通
告
に
対
し
て
ミ
ン
デ
ン
鉄
道
は
、
市
議
会
に
対
す
る
激
し
い
批
判
を
も
っ
て
答
え
る
。
一
八
五
六
年
四
月
二
九
日
付
の
「
回

答
」
に
お
い
て
同
鉄
道
の
取
締
役
会
は
、
「
市
議
会
に
よ
る
公
正
さ
を
ま
っ
た
く
欠
い
た
要
求
」
に
よ
り
、
「
穏
や
か
な
交
渉
の
手
段
に
よ
っ
て

橋
の
建
設
に
必
要
な
市
有
地
を
獲
得
す
る
希
望
が
、
完
全
に
打
ち
砕
か
れ
た
」
と
述
べ
、
ケ
ル
ン
市
に
よ
る
補
償
請
求
額
が
、
「
対
案
を
示
す

こ
と
が
で
き
な
い
」
ほ
ど
ミ
ン
デ
ン
鉄
道
側
の
意
に
染
ま
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
た
。
そ
し
て
、
土
地
の
「
強
制
収
用
」
を
県
庁

　
　
　
　
　
　
　
⑱

に
申
請
す
る
可
能
性
に
も
言
及
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
手
続
き
に
よ
っ
て
「
建
設
事
業
が
遅
延
す
る
」
こ
と
を
避
け
る
た
め
に
も
、
早
急
に

土
地
の
譲
渡
を
行
う
こ
と
を
ケ
ル
ン
市
に
強
く
要
請
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
受
け
て
市
執
行
部
は
五
月
八
日
、
土
地
譲
渡
の
実
施
を
補
償
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

題
に
優
先
さ
せ
る
動
議
を
再
び
市
議
会
に
提
出
す
る
が
、
市
議
会
は
一
二
対
九
の
採
決
に
よ
っ
て
ま
た
し
て
も
こ
れ
を
否
決
す
る
の
で
あ
る
。

ユ29 （457）



　
と
こ
ろ
が
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
こ
ろ
、
ラ
イ
ン
河
の
増
水
に
よ
り
河
床
橋
脚
の
工
事
が
一
時
的
に
中
断
す
る
と
い
っ
た
不
測
の
事
態
も
発
生
す

る
。
ミ
ン
デ
ン
鉄
道
と
し
て
は
、
こ
れ
に
よ
り
ラ
イ
ン
橋
の
建
設
工
事
が
「
停
止
状
態
に
陥
る
」
こ
と
を
防
ぐ
た
め
に
も
、
こ
れ
ま
で
着
手
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
陸
上
の
橋
脚
工
事
に
た
だ
ち
に
取
り
掛
か
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
同
鉄
道
の
取
締
役
会
は
、
一
八
五
六
年
五
月
二

三
日
の
市
長
宛
の
「
書
簡
」
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
事
情
に
理
解
を
求
め
る
と
と
も
に
、
こ
の
ま
ま
で
は
「
こ
れ
ま
で
建
設
工
事
に
従
事
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

き
た
、
熟
達
し
た
労
働
者
の
多
く
を
解
雇
す
る
」
こ
と
も
不
可
避
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
の
よ
う
な
労
働
者
の
大
量
解
雇
は
、
布
の
救

貧
負
担
の
増
大
に
直
結
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
い
わ
ば
「
警
告
漏
は
、
そ
れ
ま
で
一
貫
し
て
補
償
条
件
の
確
定
に
固
執
し
て
き
た
議
員
た
ち

を
動
揺
さ
せ
る
の
に
十
分
で
あ
っ
た
。
五
月
二
九
日
に
、
こ
の
「
書
簡
」
が
市
議
会
に
提
示
さ
れ
る
と
、
土
地
譲
渡
の
優
先
案
は
一
四
対
九
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

も
っ
て
よ
う
や
く
可
決
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
ミ
ン
デ
ン
鉄
道
は
、
ラ
イ
ン
左
岸
の
建
設
用
地
を
手
に
入
れ
、
た
だ
ち
に
陸
上
橋
脚
の
基
礎
工
事
に
取
り
掛
か
っ
た
。
そ
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

一
八
五
九
年
～
○
月
、
つ
い
に
ラ
イ
ン
橋
は
完
成
し
、
盛
大
な
開
通
式
典
が
プ
ロ
イ
セ
ン
皇
太
子
を
主
賓
と
し
て
迎
え
挙
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
補
償
条
件
を
め
ぐ
る
係
争
の
解
決
に
は
さ
ら
に
時
間
を
要
し
た
。
両
者
の
補
償
条
件
に
関
す
る
認
識
の
隔
た
り
は
大
き
く
、

合
意
に
達
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
っ
た
。
結
局
、
最
終
的
な
決
着
は
司
法
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
一
八

六
〇
年
七
月
の
ラ
イ
ン
州
の
控
訴
審
裁
判
所
の
判
決
に
よ
っ
て
、
ミ
ン
デ
ン
鉄
道
に
補
償
金
の
支
払
い
が
命
ぜ
ら
れ
は
し
た
が
、
そ
の
金
額
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

わ
ず
か
一
万
六
六
〇
〇
タ
ー
ラ
ー
で
あ
っ
た
。

130　（458）

　
以
上
の
よ
う
な
二
つ
の
係
争
の
展
開
は
、
国
家
の
強
力
な
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
を
受
け
た
巨
大
な
鉄
道
会
社
に
対
し
て
ケ
ル
ン
市
が
「
譲
歩
」
を

余
儀
な
く
さ
れ
、
「
屈
服
」
し
て
い
く
過
程
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ラ
イ
ン
鉄
道
に
対
す
る
政
府
の
支
持
は
係
争
の
経
緯
か
ら
も
明

ら
か
で
あ
り
、
他
方
で
、
ミ
ン
デ
ン
鉄
道
に
よ
る
ラ
イ
ン
橋
の
建
設
は
そ
も
そ
も
国
家
と
の
協
約
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
取
締

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

役
会
に
は
株
主
で
も
あ
る
国
家
の
権
益
を
代
表
す
べ
く
、
県
庁
と
鉄
道
監
督
局
の
最
高
責
任
者
メ
ラ
ー
が
所
属
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
ミ
ン
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デ
ン
鉄
道
の
ケ
ル
ン
市
に
対
す
る
対
決
姿
勢
の
背
後
に
も
、
政
府
の
暗
黙
の
支
持
が
あ
っ
た
こ
と
は
容
易
に
推
察
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
鉄
道
施
設
の
問
題
を
め
ぐ
る
二
つ
の
係
争
に
つ
い
て
、
国
家
権
力
を
背
景
に
し
た
鉄
道
会
社
の
ケ
ル
ン
市
に
対
す
る
「
理

不
尽
」
や
「
不
当
性
」
の
み
を
糾
弾
す
る
こ
と
は
、
逆
に
公
正
さ
を
欠
く
こ
と
に
な
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
貨
物
駅
の
設
置
問
題
で
は
、
全
貨
物

の
効
率
的
・
集
中
的
処
理
と
い
う
点
で
、
全
路
線
の
結
節
点
で
あ
る
ゲ
レ
オ
ン
に
中
央
貨
物
駅
を
設
置
す
る
こ
と
に
は
明
ら
か
な
合
理
性
が
認

め
ら
れ
る
。
ま
た
、
ラ
イ
ン
橋
の
建
設
用
地
を
め
ぐ
る
係
争
で
は
、
ケ
ル
ン
市
に
よ
る
土
地
譲
渡
の
拒
否
が
、
市
民
層
が
熱
望
し
て
い
た
ラ
イ

ン
橋
の
建
設
を
結
果
的
に
遅
延
さ
せ
る
矛
盾
を
孕
ん
で
い
た
こ
と
も
指
摘
で
き
よ
う
。
そ
れ
で
は
、
本
章
で
見
た
よ
う
な
ケ
ル
ン
市
の
鉄
道
会

社
に
対
す
る
執
拗
と
も
超
え
る
「
抵
抗
」
の
背
後
に
は
、
甫
議
会
議
員
た
ち
の
ど
の
よ
う
な
考
え
方
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
章
で
は
い

よ
い
よ
市
議
会
に
お
け
る
個
別
的
な
議
論
に
踏
み
込
ん
で
い
き
た
い
。

①
「
ラ
イ
ン
鉄
道
会
社
定
款
」
に
関
し
て
は
、
≦
．
囚
冨
瞳
碧
山
§
ぎ
肉
鋳
寒

　
貯
ぎ
題
恕
ミ
き
欝
○
り
ε
［
面
諭
ミ
ゆ
Φ
島
⇒
＼
〆
α
露
＼
窯
餌
ぎ
N
δ
c
。
妙
ω
・
邸
臨
幽
器
に
収

　
録
の
も
の
を
参
照
し
た
。

②
ご
d
。
些
甲
p
p
ρ
ψ
に
。
。
甲
δ
N
こ
’
難
Φ
諺
。
ダ
ぎ
蒜
譜
、
沁
§
詠
左
証
ミ
N
ミ

　
Q
、
。
譲
ミ
聾
憲
ミ
ミ
ミ
ミ
ミ
超
ミ
偽
ら
詠
暮
§
§
N
濤
N
溶
へ
ぬ
。
。
8
滅
巳
溺
一
8
μ
ω
．

　
①
c
◎
．

③
N
§
馬
§
専
ミ
§
§
譜
漆
N
謹
、
ヨ
謎
ら
訪
呉
窪
■
N
密
評
お
謡
》
ω
」
刈
ω
w

　
雪
①
…
躍
■
囚
匹
窪
げ
㊦
匿
＼
図
■
く
．
国
覧
r
b
貯
Q
§
§
ミ
免
辱
、
吋
ミ
鷺
§
簿
§
軸
誌
簿
§

　
吻
亀
国
電
ミ
遷
ミ
ミ
譲
国
寮
N
謡
㎏
這
M
心
℃
N
轟
囚
α
『
一
り
刈
卜
。
曽
ω
’
N
ω
甲
ト
っ
ω
蒔
な
ど
を

　
参
考
に
筆
者
が
作
成
し
た
。

④
＜
σ
q
ピ
§
9
藩
、
釣
あ
㎝
メ
ω
．
刈
合
§
勲
慈
蚤
｝
c
。
①
卜
、
甲
ω
」
O
避
な
お
、
市
の

　
譲
渡
し
た
土
地
の
見
積
価
格
は
、
三
一
万
タ
…
ラ
…
を
超
え
た
。

⑤
§
O
§
月
蝕
易
罐
－
の
■
畠
①
ム
ト
、
刈
．

⑥
＜
σ
q
四
聖
里
㊦
σ
q
Φ
郎
b
暴
鵠
認
§
憩
§
恥
§
寒
・
い
ミ
ミ
寮
N
嵩
§
ミ
㌧
ミ
馬
勲
§
ミ

　
寒
こ
蜴
さ
曇
斎
座
、
律
慧
馨
§
§
℃
佃
磯
N
c
。
㌶
函
α
げ
一
り
①
。
。
”
ω
．
♂
為
刈
．
拙
稿

　
「
一
九
世
紀
中
葉
に
お
け
る
ケ
ル
ン
市
の
行
政
と
財
政
」
糊
島
式
雑
誌
触
一
〇
五

　
一
二
（
一
九
九
六
年
目
七
三
…
七
四
頁
も
参
照
。

⑦
§
O
§
沁
錘
蕊
㎝
♪
ω
■
お
甲
爵
。
。
層

⑧
§
勲
ぎ
麹
蕊
雪
甲
ω
．
忠
よ
メ
刈
一
為
8

⑨
＜
㈹
轡
孚
Φ
己
斜
ω
5
り
甲
逡
弘
ω
9
§
勲
§
死
産
㎝
P
ψ
卜
。
G
。
G
。
b
㎝
卜
⊃
幽
0
ω
■

⑩
§
勲
藩
蚤
あ
①
ρ
ω
．
ピ

⑪
目
げ
⑦
巳
欝
ω
．
＆
ム
。
。
’

⑫
円
げ
Φ
鼠
勲
ω
．
刈
。
。
あ
9

⑬
た
と
え
ば
、
｝
八
五
五
年
　
月
四
日
の
市
議
会
の
審
議
で
は
、
一
部
の
議
員
か

　
ら
税
務
当
局
の
意
向
に
つ
い
て
質
問
が
出
さ
れ
た
が
、
そ
れ
に
村
し
て
助
役
レ
ネ

　
ン
（
図
魯
器
⇒
）
は
、
税
務
当
局
が
す
で
に
ラ
イ
ン
鉄
道
の
計
薩
に
同
意
し
て
い

　
る
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。
§
O
§
沁
蝕
一
〇
。
α
9
G
o
．
一
一
－
感
「

⑭
＜
α
q
ピ
§
勲
藩
、
釣
蕊
①
ρ
ω
」
。
。
り
一
ト
。
O
P
ω
茎
。
。
総
山
刈
ご
§
G
Q
馬
譜
燕
罷
2
▼

　
G
o
．
ま
ふ
メ
甦
る
b
っ
①
銭
卜
σ
○
。
曽
○
。
一
㊤
山
昏
o
ρ
○
。
膳
Q
。
一
§
鱒
忘
謡
言
Q
。
①
N
ψ
Q
。
昏
っ
ρ
ω
ω
ω
“

　
ω
刈
ρ
G
。
c
。
㊤
－
ω
り
ρ
商
業
会
議
所
の
貨
物
駅
問
題
に
関
す
る
見
解
に
つ
い
て
は
、
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お
ミ
ハ
一
。
。
q
P
し
り
．
ω
ω
－
ω
駆
な
ど
を
参
照
。

⑮
§
○
§
肉
猶
ド
。
。
㎝
♪
ω
．
G
。
①
？
鵯
伊
駆
O
⑩
－
島
9
補
助
金
負
担
の
問
題
に
関
し
て

　
は
、
拙
稿
「
ラ
イ
ン
橋
の
建
設
問
題
」
～
七
…
～
九
頁
参
照
。
な
お
、
商
工
業
省

　
と
ミ
ン
デ
ン
鉄
道
の
「
協
約
」
に
は
、
ド
イ
ツ
・
ギ
ー
セ
ン
線
の
建
設
に
関
す
る

　
規
定
も
含
ま
れ
た
。
＜
α
Q
一
．
曲
貫
一
〇
。
㎝
♪
ω
．
ω
■

⑯
§
O
§
涛
釣
蕊
♂
b
』
箋
四
病
Φ
．
＜
σ
q
一
．
§
Q
§
涛
釣
蕊
㎝
ρ
ω
漏
ミ
．

⑰
国
げ
Φ
巳
斜
ψ
。
。
↓
め
⊆
・
．

⑱
「
鉄
道
事
業
法
」
の
第
八
⊥
δ
条
に
、
土
地
の
強
制
収
用
と
補
償
手
続
き
に

　
関
す
る
規
定
が
あ
っ
た
。
舞
一
。
。
ω
o
。
“
ω
9
頓
O
甲
㎝
O
Φ
．

⑲
§
◎
§
肉
猶
蕊
⊆
，
ρ
ω
’
＝
。
。
∴
悼
O
．

⑳
国
ぴ
①
巳
辞
ψ
お
メ

⑳
国
ぴ
①
乱
P
ω
」
蛇
毒
ω
卜
。
■
当
時
ケ
ル
ン
市
で
は
、
救
貧
支
出
の
増
大
が
市
ゲ
マ

　
イ
ン
デ
の
財
政
的
膨
張
の
大
き
な
要
因
に
な
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
ケ
ル
ン
市
の

　
財
政
事
情
に
関
し
て
は
、
拙
稿
門
行
政
と
財
政
偏
を
参
照
。

⑫
　
一
〇
月
三
日
に
行
わ
れ
た
聡
通
式
典
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
式
典
へ
の
ケ
ル
ン
市
の

　
協
賛
に
関
し
て
は
、
§
鉛
自
計
一
。
。
O
P
ω
」
。
。
。
。
－
一
。
。
ρ
卜
・
O
。
。
を
参
照
。

⑱
§
勲
忘
蚤
｝
。
。
㎝
。
。
b
」
c
。
合
§
勲
§
凶
務
①
ρ
ω
．
隠
伊

⑳
　
メ
ラ
…
は
鉄
道
監
督
官
（
O
o
日
巳
器
費
）
の
立
場
で
こ
れ
に
所
属
し
て
い
た
が
、

　
こ
れ
は
「
鉄
道
事
業
法
」
第
四
六
条
（
霧
一
Q
。
G
。
○
。
甲
ω
．
O
δ
）
と
ミ
ン
デ
ン
鉄
道

　
の
門
定
款
扁
第
六
〇
条
（
ω
邑
郵
p
p
O
‘
ω
．
G
。
釦
）
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
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第
四
章
　
ケ
ル
ン
市
議
会
に
お
け
る
鉄
道
施
設
問
題
に
関
す
る
議
論

　
当
時
の
ケ
ル
ン
市
の
市
議
会
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
三
級
選
挙
制
度
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
て
い
た
。
選
挙
権
は
年
間
所
得
額
に
よ
っ
て
ま
ず

制
限
を
受
け
、
そ
の
結
果
、
選
挙
人
は
人
口
の
五
％
に
も
満
た
な
い
一
握
り
の
有
産
者
に
限
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
選
挙
人
が
年
間
所
得
額

の
合
計
を
三
等
分
す
る
よ
う
に
高
額
の
所
得
者
か
ら
順
に
第
一
～
第
三
階
級
に
分
け
ら
れ
、
各
階
級
が
同
数
（
一
〇
名
）
の
議
員
を
選
出
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

と
い
う
仕
組
み
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
よ
う
な
選
挙
制
度
に
よ
り
選
ば
れ
た
の
が
、
表
2
の
「
市
議
会
議
員
一
覧
」
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
市
民
た
ち

で
あ
り
、
選
出
階
級
に
よ
り
以
下
の
よ
う
な
特
徴
が
見
ら
れ
た
。
ま
ず
、
第
一
お
よ
び
第
二
階
級
か
ら
は
、
大
企
業
家
を
は
じ
め
と
す
る
上
層

市
民
が
選
出
さ
れ
、
そ
の
な
か
に
は
鉄
道
会
社
の
取
締
役
会
や
監
査
役
会
に
名
を
連
ね
る
よ
う
な
者
も
含
ま
れ
て
い
た
。
他
方
で
、
第
三
階
級

に
よ
る
選
出
者
の
主
体
は
、
経
営
規
模
の
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な
い
企
業
家
層
で
あ
っ
た
が
、
表
2
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
五
〇
年
代
に
は

の
ち
の
ケ
ル
ン
進
歩
党
の
母
体
と
も
言
え
る
商
工
業
協
会
（
国
き
量
ω
6
Φ
蓄
同
7
＜
Φ
お
一
昌
h
H
G
V
）
の
推
薦
を
受
け
て
当
選
し
た
議
員
が
、
圧
倒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

的
な
「
多
数
派
」
を
形
成
し
て
い
た
。
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〔表2〕　ケルン市の市議会議員一覧（エ850年11月～1860年12月までの全在任者）

氏　　　名 職　　　業 備　　　考

〈第工階級選出〉

Biercher，　Math三as 建設顧問官 元建設監督官
Bredt，　Karl　Peter 商人（工場経営者） 1853年12月に当選を辞退
Esser　I，　Joh．　Heinr．　Theod， 弁護士 1856年3月に初選出
Heuser，　Georg 商人 1861年12月に下院議員に選出（市議を

辞任），ミンデン鉄道取締役
Joest，　Car互 商人（工場経営者）

Langen，　Johann　Jakob 商人（工場経営者） 1851年11月に初選出
N通ckel，　Johann　Benedik　D． 医師
Pei正1，　Robert 商人 1854年2月に初選出
Ri｛fart，　Johann　Hermann 金利生活者 1855年11月に辞任
Schnitzler，　Carl　Eduard 銀行家（シュタイン銀行） 1851年10月に辞任，ミンデン鉄道監査

役会会長
Sonorを，　HeiRrich 技師 退役将校，助役（！851年4月まで），

1851年ll月に初選出

StupP，　Hermann　Joseph 弁護士 1851年1月に市長に選出（市議を辞任），

ライン鉄道監査役
Wittgenste玉n，　Heinrich　vQn 金利生活者 法律家，元助役（1846年まで〉，元県

長官（1848年），ミンデン鉄道取締役
会会長

Zimmermann，　Nikolaus 弁護士

〈第9階級選出者〉
Claessen，　Heinrich　Joseph 医師

Compes，　Gerhard　Joseph 弁護士 1859年12月の選挙で不選出，ライン鉄
道代理取締役

DuMo蹴，　Kaτl　Joseph　Daaie圭 出版業者 ライン鉄道代理取締役，ミンデン鉄道
監査役

E至ven，　August

eranck，　Pauユ

euchs，　Fr三edrich　Wilhelm

商人（運送業者）

燉?生活者・薬剤師

､人

1859年12月に初選鐵，政治的カトリシ

Yム
P851年5月目助役に選出（市議を辞
C）

Kotthaus，　Carl　Heinrich 商人（工場経営者） 1853年U月に辞任
Lan（1wehr，　He三nrich　Joseph 公証人 HGV推薦專，政治的カトリシズム

Liessem　I，Nickolaus 医師

Meurer，　Wilhelm 商人 1853年12月に初選出
Mulhens，　Pαer　Joseph 商口（工場経営者） 1851年12月に初選出，HGV推薦
Roggen，　Friedrich　Wilhel頂 商人（工場経営者） HGV推薦，進歩党寧8，1862年5月に下

院議員に選出
Sc｝1三effer，　JQhann　Baptis毛 商人（工場経営者） ！853年1！月に辞任

Seyd11tz，　Ignaz 商人・銀行家（ザイトリ ミンデン鉄道監査役
ツ・メルケンス銀行）

〈第皿階級選出者〉
Baudri，　Fr三edrich

a6cker，　Gottfried　Aloys

教会絵師

ﾙ護士

1856年2月に初選出，政治的カトリシ
Yム
gGV推薦，進歩党

Bro三x，　Johann　Jakob 学校監督官
Classen－1（apPel㎜a塗益，　Joha！｝薮 商人・工場経営者 HGV推薦，進歩党
Esseτ，　Gottfried 手工業者（屋根葺き親方） ユ853年U月の選挙で不選出
Hors亡，　Jakob 商人（工場経営者） HGV推薦，進歩党
Hospe重t，　Wilhelm　Aaton 商入（工場経営者） HGV推薦，進歩党
Kemp，　Mathias 商人（工場経営者） HGV推薦，進歩党
Kle重n，　Bernhard　Joseph 商人 HGV推薦
Kyll，　Franz　U互rich 弁護士 HGV推薦，進歩党，1862年5月に下

院議員に選出

Schemmer，　Johann 商人 1855年に辞任，HGV推薦
Strbver，　Joseph 商人（運送業者） 1853年ll月に初選鵡，　HGV推薦，政

｡的カトリシズム

’HGV推薦：選挙の際，　ma　［業協会（Handels－Gewerb・Verein）の推薦で当選したことを示す。
”進歩党：1861年5月の結党以後，その活動に参加したことを意味する。
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本
章
で
は
、
こ
う
し
た
市
議
会
の
社
会
的
構
成
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
個
別
的
な
問
題
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
た
市
議
会
の
議
論
に
つ
い
て
整

理
を
行
う
と
と
も
に
、
最
後
に
議
員
た
ち
の
「
党
派
性
」
と
政
治
的
理
念
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
の
際
、
第

一
章
で
検
討
し
た
鉄
道
の
「
公
共
性
」
に
関
す
る
理
念
に
も
立
ち
返
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
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（
こ
　
ラ
イ
ン
鉄
道
の
貨
物
駅
設
置
問
題
に
関
す
る
議
論

④
　
「
協
定
案
」
の
否
決
（
｝
八
五
五
年
　
月
〉

　
前
章
の
第
一
節
で
見
た
よ
う
に
、
一
八
五
四
年
一
一
月
＝
二
日
、
ケ
ル
ン
市
と
ラ
イ
ン
鉄
道
の
代
表
者
た
ち
は
協
議
の
す
え
、
貨
物
駅
設
置

に
関
す
る
薪
た
な
「
協
定
案
」
に
合
意
し
た
。
こ
の
協
議
に
ラ
イ
ン
鉄
道
側
か
ら
出
席
し
た
の
は
、
取
締
役
会
の
会
長
メ
ヴ
ィ
ッ
セ
ン

（
O
β
ω
野
諸
①
＜
一
し
。
ω
窪
）
以
下
、
取
締
役
一
名
、
上
級
管
理
職
員
二
名
、
技
師
一
名
で
あ
っ
た
。
メ
ヴ
ィ
ッ
セ
ン
は
ケ
ル
ン
の
大
企
業
家
で
あ
り
、

ラ
イ
ン
自
由
主
義
者
の
一
人
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
ケ
ル
ン
側
側
か
ら
は
、
市
執
行
部
に
所
属
す
る
市
長
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
プ
（
類
Φ
毒
⇔
舅

冒
。
。
・
ω
呂
署
）
と
助
役
レ
ネ
ン
（
｝
o
冨
雪
實
ド
図
Φ
雪
g
）
、
そ
し
て
、
市
議
会
議
員
と
し
て
元
建
設
監
督
官
ビ
ー
ル
ヒ
ャ
ー
（
ζ
讐
鐵
器
b
σ
醇
。
気
門
）

1
（
議
員
名
に
続
く
ロ
ー
マ
数
字
は
選
出
階
級
、
以
下
同
様
）
、
商
人
の
イ
ェ
ー
ス
ト
（
9
ユ
｝
8
G
・
け
）
1
、
ホ
ル
ス
ト
（
一
跨
。
σ
国
。
簗
）
皿
、
ク
ラ
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

ン
（
b
ご
葭
訂
a
｝
。
ω
．
田
Φ
畔
）
皿
の
盛
名
が
出
席
し
た
。
「
協
定
案
」
は
、
こ
う
し
た
出
席
者
の
責
任
に
お
い
て
成
立
し
た
の
で
あ
る
。

　
一
二
月
二
八
日
の
市
議
会
で
、
こ
の
「
協
定
案
」
に
関
す
る
最
初
の
審
議
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
と
き
、
審
議
に
先
立
ち
、
代
表
者
間
で
行
わ

れ
た
協
議
に
つ
い
て
議
員
た
ち
に
説
明
を
行
い
、
「
協
定
案
」
を
議
場
で
朗
読
し
た
の
は
イ
ェ
ー
ス
ト
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
続
く
審

議
の
過
程
で
市
長
と
助
役
が
こ
の
案
の
早
期
受
け
入
れ
を
繰
り
返
し
要
請
し
、
ラ
イ
ン
鉄
道
と
の
協
議
に
出
席
し
た
議
員
の
な
か
で
も
、
ピ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

ル
ヒ
ャ
ー
、
イ
ェ
ー
ス
ト
、
ホ
ル
ス
ト
が
こ
れ
を
積
極
的
に
支
持
す
る
発
言
を
行
っ
た
。

　
そ
れ
に
対
し
て
、
「
協
定
案
」
に
最
初
に
異
論
を
唱
え
た
の
が
商
人
ホ
ス
ペ
ル
ト
（
進
駐
Φ
ぎ
》
簿
■
国
。
ω
夕
日
）
澱
で
あ
っ
た
。
彼
は
審
議
の

開
始
早
々
に
、
問
題
の
重
要
性
を
考
慮
し
て
、
こ
の
件
に
関
す
る
審
議
を
次
回
の
会
議
ま
で
延
期
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
間
に
「
協
定
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案
」
の
写
し
を
各
議
員
に
配
布
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
後
の
意
見
陳
述
に
お
い
て
彼
は
、
ラ
イ
ン
鉄
道
に
対
す
る
埠
頭
使
用

料
の
優
遇
措
置
を
と
く
に
厳
し
く
批
判
し
た
。
ケ
ル
ン
の
「
自
営
商
（
賑
α
Q
雪
ご
a
Φ
｝
）
」
が
、
港
か
ら
荷
物
を
発
送
す
る
と
き
に
満
額
の
料
金

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

を
負
担
す
る
一
方
で
、
鉄
道
会
社
の
貨
物
だ
け
を
「
贔
製
す
る
」
（
傍
点
筆
者
、
以
下
同
様
）
こ
と
を
彼
は
と
く
に
問
題
に
し
た
の
で
あ
る
。
「
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ

イ
ン
河
の
輸
送
量
増
加
に
決
定
的
に
寄
与
す
る
」
と
い
う
意
味
で
、
「
一
般
的
に
埠
頭
使
用
料
の
減
額
に
は
賛
成
で
あ
る
」
が
、
そ
れ
が
「
私

へ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

的
企
業
の
利
益
の
た
め
に
特
権
と
し
て
導
入
さ
れ
る
こ
と
は
容
認
で
き
な
い
」
、
と
ホ
ス
ペ
ル
ト
は
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
彼
は
、
鉄
道
で
ケ

ル
ン
に
到
着
す
る
全
貨
物
が
フ
ラ
ン
ケ
ン
埠
頭
で
処
理
さ
れ
る
こ
と
の
必
要
性
も
訴
え
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
彼
が
指
摘
し
た
の
は
、
商

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

人
た
ち
が
テ
ユ
ル
ム
ヘ
ン
の
駅
で
荷
物
を
受
け
取
っ
た
り
発
送
し
た
り
す
る
際
に
負
淋
し
て
い
る
、
行
き
帰
り
の
運
送
費
の
問
題
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
日
の
審
議
で
、
こ
う
し
た
ホ
ス
ペ
ル
ト
の
主
張
を
積
極
的
に
支
持
し
た
の
は
、
商
人
ミ
ュ
ル
ヘ
ン
ス
（
℃
Φ
け
Φ
こ
。
ω
．
9
巳
訂
霧
）
1
で
あ

っ
た
。
彼
も
、
全
貨
物
の
埠
頭
で
の
処
理
は
「
ケ
ル
ン
の
商
業
の
利
益
に
と
っ
て
望
ま
し
い
」
の
で
あ
り
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
「
是
非
と
も
必
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

な
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
彼
と
商
人
ペ
イ
ユ
（
凋
。
び
舞
℃
Φ
一
巴
1
が
、
ホ
ス
ペ
ル
ト
に
よ
る
審
議
延
期
の
動
議
を
支
持
し
、

最
後
に
こ
の
動
議
に
つ
い
て
の
採
決
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
一
三
対
一
〇
に
よ
り
こ
の
問
題
に
関
す
る
審
議
の
一
週
聞
延

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

期
が
決
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
翌
年
一
月
四
日
の
つ
ぎ
の
審
議
で
も
、
ホ
ス
ペ
ル
ト
は
「
協
定
案
」
の
受
け
入
れ
反
対
を
訴
え
る
陳
述
を
か
な
り
の
時
宗
行
っ
て

　
⑨

い
る
。
こ
の
日
の
審
議
で
、
こ
う
し
た
受
け
入
れ
反
対
の
論
陣
に
加
わ
っ
た
の
は
、
ミ
ュ
ル
ヘ
ン
ス
の
ほ
か
に
技
師
ソ
ノ
レ
（
浮
一
定
窪

ω
・
き
邑
1
、
元
県
長
官
ヴ
ィ
ッ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
（
麟
Φ
冒
腎
7
く
8
≦
葺
σ
q
Φ
湊
酔
Φ
ε
1
、
弁
護
士
ツ
ィ
マ
ー
マ
ン
（
蜜
ざ
『
霧

N
ぎ
旨
Φ
馨
鋤
暮
）
王
、
銀
行
家
ザ
イ
ト
リ
ツ
（
H
α
q
舞
N
ω
2
象
巳
E
、
商
人
シ
ェ
ン
マ
ー
（
冒
雪
暮
ω
。
客
先
幕
同
）
皿
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、

市
長
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
プ
と
助
役
レ
ネ
ン
、
議
員
の
ビ
ー
ル
ヒ
ャ
ー
と
イ
ェ
ー
ス
ト
が
「
協
定
案
」
の
擁
護
を
試
み
た
が
、
彼
ら
「
賛
成
派
」
は
完

　
　
　
　
　
　
　
⑩

全
に
劣
勢
に
あ
っ
た
。

　
ま
た
、
「
反
対
派
」
の
議
員
の
な
か
に
は
、
「
協
定
案
」
の
部
分
的
な
見
直
し
を
提
案
す
る
者
も
あ
っ
た
が
、
市
長
と
助
役
は
こ
の
ま
ま
の
内
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容
で
の
承
認
を
求
め
た
。
そ
れ
は
、
ラ
イ
ン
鉄
道
の
代
表
者
が
こ
れ
を
「
統
一
体
と
見
な
し
て
お
り
」
、
「
修
正
の
決
議
は
、
拒
絶
と
同
じ
で
あ

る
」
と
い
う
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
事
情
も
あ
り
、
「
協
定
案
」
は
こ
の
日
、
市
議
会
の
「
全
会
一
致
」
に
よ
り
否
決
さ

　
　
　
　
　
⑪

れ
た
の
で
あ
る
。
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⑧
　
貨
物
駅
の
ゲ
レ
オ
ン
へ
の
移
転
に
対
す
る
抗
議
（
一
八
六
〇
年
二
月
）

　
そ
れ
で
は
つ
ぎ
に
、
貨
物
駅
の
ゲ
レ
オ
ン
へ
の
移
転
に
対
し
て
ケ
ル
ン
市
が
厳
重
な
抗
議
を
行
っ
た
と
き
の
、
ケ
ル
ン
市
議
会
に
お
け
る
議

論
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
市
議
会
が
こ
の
問
題
に
関
し
て
具
体
的
な
審
議
を
行
っ
た
の
は
、
一
八
六
〇
年
の
一
月
二
六
日
と
二
月
九
日

の
両
日
で
あ
っ
た
。

　
ま
ず
、
一
月
二
六
日
の
市
議
会
で
、
ラ
イ
ン
鉄
道
へ
の
抗
議
の
必
要
性
を
指
摘
し
た
の
は
、
発
言
順
に
商
人
ホ
ス
ペ
ル
ト
盟
、
銀
行
家
ザ
イ

ト
リ
ツ
H
、
商
人
の
ホ
イ
ザ
ー
（
0
8
お
国
Φ
器
Φ
国
）
王
、
ク
ラ
ッ
セ
ン
（
冒
冨
寡
Ω
霧
器
早
上
巷
℃
巴
日
勤
露
）
皿
、
ク
ラ
イ
ン
皿
、
ホ
ル
ス
ト
盟
、

そ
し
て
、
弁
護
士
の
ベ
ッ
カ
ー
（
○
亀
詮
巴
≧
。
誘
ゆ
α
興
Φ
H
）
皿
と
ツ
ィ
マ
ー
マ
ン
王
の
七
名
の
議
員
で
あ
っ
た
。
な
か
で
も
ク
ラ
イ
ン
、
ホ

ル
ス
ト
、
ベ
ッ
カ
ー
の
無
名
は
、
緊
急
に
対
応
策
を
と
る
こ
と
を
強
く
訴
え
て
い
る
。
彼
ら
に
よ
れ
ば
、
ラ
イ
ン
鉄
道
は
ケ
ル
ン
市
と
の
交
渉

を
故
意
に
引
き
延
ば
そ
う
と
し
て
お
り
、
そ
れ
は
、
そ
の
間
に
「
貨
物
駅
の
移
転
が
完
全
な
既
成
事
実
に
な
る
」
こ
と
を
見
越
し
て
の
こ
と
で

　
　
⑫

あ
っ
た
。
ま
た
、
ツ
ィ
マ
ー
マ
ン
は
、
鉄
道
監
督
局
が
ラ
イ
ン
鉄
道
の
行
為
を
是
認
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
対
抗
措
置
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

ケ
ル
ン
市
と
し
て
県
庁
に
提
訴
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
支
持
し
た
の
が
ホ
ス
ペ
ル
ト
と
ホ
イ
ザ
ー
で
あ
っ
た
。

　
他
方
で
、
ラ
イ
ン
鉄
道
に
対
す
る
抗
議
に
消
極
的
な
態
度
を
と
っ
た
議
員
も
い
た
。
ビ
ー
ル
ヒ
ャ
ー
1
と
出
版
業
者
デ
ュ
モ
ン
（
閑
巴
智
ω
・

U
p
巳
亀
∪
露
竃
。
馨
）
E
は
、
テ
ユ
ル
ム
ヘ
ン
の
駅
は
フ
ラ
ン
ケ
ン
埠
頭
に
貨
物
駅
が
設
置
さ
れ
る
ま
で
の
「
暫
定
的
」
な
も
の
で
あ
っ
て
、
し

た
が
っ
て
、
そ
の
施
設
の
維
持
に
つ
い
て
ケ
ル
ン
市
に
発
言
権
は
な
い
、
と
い
っ
た
見
解
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ザ
イ
ト
リ

ツ
と
ク
ラ
ッ
セ
ン
が
す
ぐ
さ
ま
反
論
し
て
い
る
。
彼
ら
は
、
た
と
え
「
暫
定
的
」
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
テ
ユ
ル
ム
ヘ
ン
の
駅
も
　
八
四
二
年
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⑭

に
締
結
さ
れ
た
「
協
約
」
の
拘
束
を
受
け
て
い
る
、
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

　
結
局
、
ビ
ー
ル
ヒ
ャ
ー
と
デ
ュ
モ
ン
に
よ
る
消
極
論
は
、
こ
の
日
の
審
議
で
は
ほ
と
ん
ど
支
持
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
最
後
に
ラ
イ
ン

鉄
道
に
対
す
る
「
抗
議
文
」
の
起
草
を
市
執
行
部
に
委
任
す
る
こ
と
が
、
「
全
会
一
致
」
に
よ
り
決
議
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
デ
ュ
モ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

ン
は
当
時
、
ラ
イ
ン
鉄
道
の
取
締
役
で
も
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
と
き
の
採
決
に
は
加
わ
ら
な
か
っ
た
。

　
そ
し
て
、
そ
の
二
週
間
後
の
二
月
九
日
の
会
議
で
、
市
議
会
に
「
抗
議
文
」
の
草
案
が
提
示
さ
れ
た
。
こ
の
日
の
審
議
で
は
、
こ
の
草
案
に

異
論
を
唱
え
る
者
は
な
く
、
審
議
の
お
も
な
対
象
に
な
っ
た
の
は
県
庁
に
対
す
る
提
訴
の
問
題
で
あ
っ
た
。
こ
の
と
き
提
訴
の
必
要
性
を
強
く

訴
え
る
陳
述
を
行
っ
た
の
は
、
ホ
ス
ペ
ル
ト
、
ク
ラ
ッ
セ
ン
、
ク
ラ
イ
ン
の
三
名
で
あ
っ
た
。
な
か
で
も
ホ
ス
ペ
ル
ト
は
、
「
鉄
道
監
督
局
が
、

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

公
衆
の
権
利
よ
り
も
鉄
道
会
社
の
権
利
を
擁
護
し
て
い
る
」
と
し
て
そ
の
態
度
を
厳
し
く
批
判
す
る
と
と
も
に
、
鉄
道
会
社
に
は
「
協
約
に
基

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

っ
く
ケ
ル
ン
市
に
対
す
る
義
務
の
ほ
か
に
、
公
衆
に
対
す
る
道
義
上
の
義
務
が
あ
る
」
こ
と
を
、
県
庁
へ
の
提
訴
の
根
拠
と
し
て
強
調
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

ま
た
、
ク
ラ
ッ
セ
ン
も
、
鉄
道
監
督
局
の
態
度
に
よ
り
「
個
別
的
な
会
社
の
利
益
の
た
め
に
、
全
体
の
利
益
が
後
退
せ
ざ
る
を
得
な
い
」
事
態

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

が
生
じ
て
い
る
こ
と
を
、
提
訴
の
理
由
と
し
て
指
摘
し
て
い
る
。

　
他
方
で
、
県
庁
へ
の
提
訴
に
つ
い
て
消
極
的
な
意
見
を
表
明
し
た
の
は
、
助
役
レ
ネ
ン
の
み
で
あ
っ
た
。
結
局
、
提
案
さ
れ
た
「
抗
議
文
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

と
県
庁
へ
の
提
訴
は
、
採
決
を
棄
権
し
た
デ
ュ
モ
ン
を
除
き
「
全
会
一
致
」
に
よ
り
承
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

（
二
）
　
ラ
イ
ン
橋
の
建
設
用
地
問
題
に
関
す
る
議
論

　
前
章
の
第
二
節
で
見
た
よ
う
に
、
ラ
イ
ン
橋
の
建
設
用
地
を
め
ぐ
る
係
争
に
お
い
て
市
執
行
部
は
、
初
め
か
ら
土
地
譲
渡
の
優
先
を
支
持
す

る
態
度
を
と
っ
た
。
一
八
五
五
年
五
月
三
一
日
の
審
議
に
際
し
て
市
長
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
プ
は
、
将
来
、
補
償
額
に
つ
い
て
合
意
が
成
立
す
れ
ば
、

「
鉄
道
会
社
は
、
〔
土
地
の
〕
取
得
日
に
ま
で
遡
っ
て
〔
補
償
金
の
〕
利
息
を
支
払
う
こ
と
に
な
る
」
の
で
あ
り
、
土
地
譲
渡
の
優
先
が
市
に
不

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

利
益
を
も
た
ら
す
こ
と
は
な
い
と
主
張
し
、
そ
の
承
認
を
市
議
会
に
求
め
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
日
、
こ
れ
に
賛
同
す
る
者
は
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商
人
ホ
イ
ザ
ー
1
と
医
師
ク
レ
ッ
セ
ン
（
国
Φ
一
巳
9
荒
し
・
・
Ω
器
ω
ω
2
）
H
の
み
で
あ
り
、
他
方
で
、
元
建
設
監
督
官
ビ
ー
ル
ヒ
ャ
ー
1
を
は
じ
め
、

弁
護
士
ツ
ィ
マ
ー
マ
ン
王
、
商
人
の
イ
ェ
ー
ス
ト
ー
と
ホ
ル
ス
ト
盤
と
い
っ
た
多
く
の
議
員
が
、
補
償
条
件
の
問
題
を
奥
底
し
に
し
ょ
う
と
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

る
ミ
ン
デ
ン
鉄
道
の
態
度
に
疑
念
を
表
明
す
る
な
ど
し
て
、
反
対
の
態
度
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
翌
年
の
三
～
五
月
に
、
こ
の
係
争
は
重
大
な
局
面
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
ラ
イ
ン
左
岸
の
橋
脚
工
事
を
こ
れ

以
上
延
期
で
き
な
い
と
判
断
し
た
ミ
ン
デ
ン
鉄
道
は
、
建
設
用
地
の
早
急
な
る
譲
渡
を
ケ
ル
ン
市
に
要
求
し
た
の
で
あ
り
、
ま
た
、
五
月
に
生

じ
た
ラ
イ
ン
河
の
増
水
に
よ
る
河
床
橋
脚
の
工
事
中
断
も
、
ミ
ン
デ
ン
鉄
道
に
ラ
イ
ン
左
岸
の
建
設
用
地
の
取
得
を
急
が
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

以
下
で
は
、
市
議
会
が
ミ
ン
デ
ン
鉄
道
の
要
求
を
再
度
、
拒
絶
す
る
五
月
八
日
と
、
最
終
的
に
土
地
譲
渡
の
優
先
案
を
可
決
す
る
五
月
二
八
日

の
議
論
に
つ
い
て
整
理
を
進
め
て
い
き
た
い
。

　
ま
ず
、
両
日
の
審
議
を
通
じ
て
、
一
貫
し
て
土
地
譲
渡
の
優
先
に
異
議
を
唱
え
た
「
反
対
派
し
に
は
、
ツ
ィ
マ
ー
マ
ン
、
イ
ェ
ー
ス
ト
、
ホ

ル
ス
ト
の
ほ
か
、
公
証
人
ラ
ン
ト
ヴ
ェ
ー
ア
（
国
Φ
冒
8
げ
冒
ω
．
ピ
き
穿
Φ
ξ
）
1
と
弁
護
士
ベ
ッ
カ
ー
皿
が
い
た
。
五
月
八
日
の
審
議
で
は
、
市

議
会
に
よ
る
決
議
を
激
し
く
批
判
す
る
ミ
ン
デ
ン
鉄
道
の
「
回
答
扁
が
問
題
と
な
っ
た
が
、
な
か
で
も
ベ
ッ
カ
ー
皿
は
、
「
鉄
道
会
社
は
実
に

侮
辱
的
な
態
度
で
、
市
議
会
の
決
議
を
拒
絶
し
た
」
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
「
市
議
会
が
会
社
に
迎
合
す
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
自
身
を
笑
い
も

の
に
す
る
行
為
で
あ
る
扁
と
怒
り
を
顕
わ
に
し
て
い
る
。
ミ
ン
デ
ン
鉄
道
に
よ
る
「
回
答
」
は
、
「
反
対
派
」
の
議
員
た
ち
に
と
っ
て
は
補
償

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

金
の
「
支
払
い
拒
否
」
と
も
映
り
、
彼
ら
の
憤
激
を
買
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
つ
ぎ
の
五
月
二
九
日
の
審
議
で
、
ミ
ン
デ
ン
鉄
道
の
態
度
に
激
し
く
反
発
し
た
の
も
ベ
ッ
カ
ー
と
ヅ
ィ
マ
ー
マ
ン
で
あ
っ
た
。
彼

ら
は
、
ミ
ン
デ
ン
鉄
道
は
、
起
こ
り
得
る
建
設
事
業
の
遅
延
や
労
働
者
の
解
雇
の
責
任
を
市
議
会
に
不
当
に
転
嫁
し
よ
う
と
し
て
お
り
、
こ
う

し
た
責
任
は
当
然
の
補
償
義
務
を
拒
否
し
て
い
る
鉄
道
会
社
に
帰
す
べ
き
で
あ
る
、
と
断
じ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
ベ
ッ
カ
ー
は
、
市

議
会
が
以
前
、
ミ
ン
デ
ン
鉄
道
へ
の
補
助
金
を
承
認
し
た
と
き
、
「
橋
の
建
設
の
た
め
に
、
市
に
は
こ
れ
以
上
の
い
か
な
る
犠
牲
も
要
求
さ
れ

な
い
」
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
「
七
二
タ
ー
ラ
ー
〔
1
1
市
の
補
償
請
求
額
〕
の
新
た
な
負
担
」
は
と
て
も
認
め
ら
れ
な
い
、
と
も
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⑳

述
べ
て
い
る
。

　
他
方
で
、
一
貫
し
て
土
地
譲
渡
の
優
先
を
支
持
す
る
態
度
を
と
っ
た
の
は
、
前
年
の
審
議
で
す
で
に
賛
意
を
表
明
し
て
い
た
師
長
シ
ュ
ト
ゥ

ッ
プ
、
ホ
イ
ザ
i
、
ク
レ
ッ
セ
ン
の
ほ
か
に
、
弁
護
士
エ
ッ
サ
ー
（
冒
冨
導
芝
葺
．
↓
冨
。
島
．
国
。
。
し
。
Φ
門
）
1
、
商
人
ラ
ン
ゲ
ン
（
智
冨
自
一
着
（
．

ピ
雪
σ
q
象
）
王
と
い
っ
た
人
び
と
で
あ
っ
た
。
彼
ら
「
賛
成
派
」
は
口
を
そ
ろ
え
て
、
土
地
の
譲
渡
を
先
行
さ
せ
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
市
の
補

償
請
求
権
が
損
な
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
強
調
し
た
。
ま
た
、
五
月
二
九
日
の
審
議
で
は
、
こ
う
し
た
議
員
た
ち
が
、
ミ
ン
デ
ン
鉄
道

側
の
訴
え
を
そ
の
ま
ま
引
用
す
る
か
た
ち
で
、
建
設
事
業
の
大
幅
な
遅
延
や
労
働
者
の
大
量
解
雇
を
避
け
る
必
要
性
を
繰
り
返
し
指
摘
し
た
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

で
あ
る
。
な
か
で
も
エ
ッ
サ
ー
は
、
「
ラ
イ
ン
橋
の
重
要
性
を
考
え
て
」
、
ま
た
「
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
公
益
（
O
Φ
§
Φ
ヨ
護
。
巴
の
た
め
に
も
、
他
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

あ
ら
ゆ
る
配
慮
を
犠
牲
に
す
る
」
こ
と
を
強
く
勧
告
し
て
い
る
。

　
そ
し
て
、
前
述
の
よ
う
に
、
土
地
譲
渡
の
優
先
案
は
五
月
八
日
に
九
対
一
二
で
一
度
否
決
さ
れ
た
の
ち
、
五
月
二
九
日
に
は
一
四
対
九
で
可

決
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
デ
ュ
モ
ン
は
両
日
の
審
議
に
参
加
し
な
が
ら
、
ミ
ン
デ
ン
鉄
道
の
監
査
役
と
い
う
立
場
か
ら
採
決
を
棄
権
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

て
お
り
、
同
様
に
ホ
イ
ザ
ー
も
、
同
鉄
道
の
取
締
役
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
五
月
八
日
の
採
決
に
加
わ
ら
な
か
っ
た
。

（
三
）
　
市
議
会
の
議
論
に
見
る
「
党
派
性
」
と
政
治
的
理
念

　
以
上
の
よ
う
な
市
議
会
に
お
け
る
議
論
を
踏
ま
え
て
、
こ
こ
で
は
ま
ず
、
前
掲
の
「
市
議
会
議
員
一
覧
」
も
参
照
し
な
が
ら
、
市
議
会
に
お

け
る
「
党
派
性
」
の
問
題
に
関
し
て
検
討
を
行
っ
て
お
き
た
い
。
当
時
、
市
議
会
選
挙
に
お
け
る
市
民
た
ち
の
選
挙
運
動
は
、
候
補
者
名
簿
の

公
表
や
選
挙
人
集
会
を
通
じ
て
事
前
に
候
補
者
を
「
調
整
」
し
、
市
議
会
を
望
ま
し
い
「
調
和
」
へ
と
導
く
こ
と
を
目
的
に
展
開
さ
れ
て
お
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

「
党
派
的
」
な
活
動
は
む
し
ろ
忌
避
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
前
述
の
よ
う
に
、
五
〇
年
代
を
通
じ
て
第
三
階
級
で
は
、
H

G
V
の
推
薦
を
受
け
て
選
出
さ
れ
た
議
員
が
大
半
を
占
め
る
と
と
も
に
、
第
二
階
級
に
お
い
て
も
そ
の
勢
力
は
拡
大
傾
向
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

鉄
道
施
設
問
題
に
関
す
る
市
議
会
の
議
論
か
ら
、
彼
ら
が
鉄
道
会
社
に
対
す
る
「
抵
抗
扁
に
お
い
て
き
わ
め
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
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こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
一
八
五
五
年
一
月
の
「
協
定
案
」
の
否
決
に
際
し
て
は
、
彼
ら
の
な
か
で
も
商
人
の
ホ
ス
ペ
ル
ト
と
ミ
ュ
ル
ヘ
ン
ス
の
活
躍
が
目
立

っ
た
。
ま
た
、
貨
物
駅
の
ゲ
レ
オ
ン
へ
の
移
転
問
題
に
関
す
る
審
議
で
、
緊
急
の
対
応
策
を
訴
え
た
り
、
県
庁
へ
の
提
訴
を
熱
心
に
支
持
し
て

鉄
道
会
社
へ
の
抗
議
行
動
に
お
い
て
中
心
的
な
役
割
を
担
っ
た
の
も
、
弁
護
士
ベ
ッ
カ
ー
や
商
人
の
ク
ラ
ッ
セ
ン
、
ホ
ル
ス
ト
、
ホ
ス
ペ
ル
ト
、

ク
ラ
イ
ン
と
い
っ
た
H
G
V
の
推
薦
を
受
け
た
議
員
た
ち
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
ラ
イ
ン
橋
の
建
設
用
地
の
問
題
に
お
い
て
も
、
H
G
V
推
薦

の
弁
護
士
ベ
ッ
カ
ー
と
公
証
人
ラ
ン
ト
ヴ
ェ
ー
ア
が
最
後
ま
で
補
償
条
件
の
確
定
に
固
執
し
て
積
極
的
な
発
言
を
繰
り
返
し
て
い
る
。

　
彼
ら
の
言
説
か
ら
推
察
で
き
る
の
は
、
彼
ら
が
ケ
ル
ン
の
商
人
層
、
な
か
で
も
「
中
間
的
営
業
身
分
（
α
q
①
≦
Φ
安
息
。
冨
ω
竃
葺
皿
ω
窮
琶
）
」
に
属

す
る
商
人
た
ち
の
利
益
を
擁
護
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
貨
物
駅
の
設
置
問
題
に
お
い
て
は
、
郊
外
に
あ
る
貨
物
駅
ま

で
の
運
送
費
に
よ
っ
て
、
営
業
利
益
が
大
き
く
圧
追
さ
れ
る
よ
う
な
商
人
た
ち
の
意
見
を
彼
ら
は
代
弁
し
て
い
た
と
一
蓄
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
ミ
ン
デ
ン
鉄
道
へ
の
土
地
譲
渡
の
問
題
に
お
い
て
も
、
彼
ら
は
こ
う
し
た
立
場
か
ら
、
大
企
業
家
層
と
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
鉄
道
会
社

の
「
不
遜
な
態
度
」
に
激
し
い
反
発
を
感
じ
て
い
た
こ
と
を
、
彼
ら
の
発
言
か
ら
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
H
G
V
に
推
薦
を
受
け
て
選
出
さ
れ
た
議
員
で
あ
っ
て
も
、
一
つ
の
「
党
派
」
と
し
て
つ
ね
に
結
束
し
て
行
動
し
て
い
た

わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
一
八
五
四
年
｝
二
月
二
八
日
半
市
議
会
で
は
、
ホ
ル
ス
ト
が
ラ
イ
ン
鉄
道
と
の
「
協
定
案
」
を
擁
護
し
、
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

に
対
し
て
ホ
ス
ペ
ル
ト
が
激
し
い
批
判
を
展
開
す
る
と
い
っ
た
場
面
が
見
ら
れ
た
。
ま
た
、
ラ
イ
ン
橋
の
建
設
用
地
の
問
題
で
は
、
H
G
V
推

薦
の
議
員
た
ち
は
大
き
な
分
裂
を
見
せ
て
い
る
。
た
し
か
に
、
ミ
ン
デ
ン
鉄
道
へ
の
「
譲
歩
」
を
積
極
的
に
訴
え
る
者
こ
そ
現
れ
な
か
っ
た
が
、

一
八
五
六
年
五
月
二
八
日
の
最
後
の
採
決
で
は
、
彼
ら
の
う
ち
ベ
ッ
カ
ー
、
ホ
ル
ス
ト
、
ラ
ン
ト
ヴ
ェ
ー
ア
な
ど
五
名
が
土
地
譲
渡
の
優
先
案

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
反
対
の
態
度
を
、
ホ
ス
ペ
ル
ト
、
ク
ラ
イ
ン
、
ミ
ュ
ル
ヘ
ン
ス
な
ど
六
名
が
賛
成
の
態
度
を
と
っ
た
の
あ
る
。

　
他
方
で
、
と
く
に
第
～
階
級
の
選
出
議
員
に
は
鉄
道
会
社
に
対
す
る
「
妥
協
的
」
態
度
が
頻
繁
に
目
に
つ
き
、
彼
ら
に
も
あ
る
種
の
「
党
派

性
」
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
～
八
五
五
年
一
月
に
、
ラ
イ
ン
鉄
道
の
要
望
を
受
け
入
れ
て
成
立
し
た
「
協
定
案
」
を
最
後
ま
で
擁
護
し
た
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の
は
、
第
一
階
級
選
出
の
元
建
設
監
督
官
ビ
ー
ル
ヒ
ャ
ー
と
商
人
イ
ェ
ー
ス
ト
で
あ
り
、
ま
た
、
前
者
は
一
八
六
〇
年
一
～
二
月
に
、
ラ
イ
ン

鉄
道
へ
の
抗
議
や
県
庁
へ
の
提
訴
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
一
貫
し
て
消
極
的
な
態
度
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
ミ
ン
デ
ン
鉄
道
へ
の
土
地
譲

渡
の
問
題
に
お
い
て
、
最
初
か
ら
土
地
譲
渡
の
優
先
を
支
持
し
て
積
極
的
に
意
見
を
述
べ
た
の
は
、
商
人
の
ホ
イ
ザ
ー
と
ラ
ン
ゲ
ン
、
そ
し
て
、

医
師
ク
レ
ッ
セ
ン
と
弁
護
士
エ
ッ
サ
ー
で
あ
っ
た
が
、
彼
ら
は
す
べ
て
第
一
階
級
の
選
出
議
員
で
あ
っ
た
。

　
ま
た
、
こ
こ
で
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
は
、
鉄
道
会
社
と
直
接
的
な
利
害
関
係
に
あ
っ
た
議
員
た
ち
の
行
動
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う

に
両
鉄
道
会
社
の
役
員
会
に
属
し
て
い
た
デ
ュ
モ
ン
は
、
二
つ
の
係
争
に
お
け
る
市
議
会
の
採
決
を
た
び
た
び
棄
権
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な

例
は
ラ
イ
ン
鉄
道
の
関
係
者
コ
ン
ペ
ス
（
○
霞
訂
己
冒
ω
．
○
○
ヨ
窟
ω
）
や
、
ミ
ン
デ
ン
鉄
道
の
関
係
者
で
あ
っ
た
ホ
イ
ザ
ー
、
ヴ
ィ
ッ
ト
ゲ
ン
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ユ
タ
イ
ン
、
ザ
イ
ト
リ
ツ
に
も
見
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
態
度
が
す
べ
て
の
鉄
道
会
社
関
係
者
に
つ
い
て
、
つ
ね
に
例
外
な
く
見
ら

れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
、
デ
ュ
モ
ン
や
ホ
イ
ザ
ー
も
、
審
議
に
お
い
て
鉄
道
会
社
に
対
す
る
「
抵
抗
」
に
消
極
的
な
意
見
を
表
明
す
る
な

ど
し
て
、
結
果
的
に
鉄
道
会
社
を
擁
護
す
る
行
動
も
と
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
第
一
階
級
の
選
出
議
員
で
あ
っ
て
も
、
鉄
道
会
社
に
対
す
る
「
抵
抗
」
を
積
極
的
に
支
持
す
る
者
が
い
た
の
も
ま
た
事
実

で
あ
る
。
｝
八
五
五
年
一
月
の
「
協
定
案
」
に
関
す
る
審
議
で
、
技
師
ソ
ノ
レ
、
元
県
長
官
ヴ
ィ
ッ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
、
弁
護
士
ツ
ィ
マ
ー

マ
ン
は
、
第
一
階
級
の
選
出
者
で
あ
り
な
が
ら
、
受
け
入
れ
反
対
の
論
陣
に
加
わ
っ
て
い
る
。
ま
た
、
一
八
六
〇
年
～
～
二
月
に
ラ
イ
ン
鉄
道

に
対
す
る
抗
議
を
強
く
支
持
し
た
議
員
の
な
か
に
は
、
第
一
階
級
選
出
の
ホ
イ
ザ
ー
と
弁
護
士
ツ
ィ
マ
ー
マ
ン
も
含
ま
れ
た
。
さ
ら
に
、
ミ
ン

デ
ン
鉄
道
へ
の
土
地
譲
渡
の
問
題
に
お
い
て
も
、
ツ
ィ
マ
ー
マ
ン
と
イ
ェ
ー
ス
ト
が
最
後
ま
で
「
抵
抗
」
の
姿
勢
を
貫
い
て
い
る
。

　
そ
し
て
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
ラ
イ
ン
鉄
道
と
の
係
争
に
関
係
す
る
市
議
会
の
決
議
が
、
多
く
の
場
合
、
「
全
会
一
致
」
で
行
わ
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
実
か
ら
も
、
市
議
会
に
お
け
る
「
党
派
」
は
曖
昧
な
も
の
で
し
か
な
く
、
議
員
た
ち
は
む
し
ろ
共
通
の
政

治
的
理
念
に
依
拠
し
て
行
動
し
て
い
た
こ
と
が
推
察
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
彼
ら
の
共
有
し
て
い
た
理
念
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
た
ろ
う
か
。
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鉄
道
会
社
と
の
二
つ
の
係
争
は
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
財
政
や
資
産
の
問
題
と
密
接
に
関
係
し
て
お
り
、
市
議
会
議
員
た
ち
は
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
権

益
を
守
る
こ
と
を
重
要
な
課
題
と
し
て
認
識
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
と
雷
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
ら
自
身
の
言
説
か
ら
は
、
彼
ら
が
こ
う

し
た
権
益
の
み
で
は
く
、
個
別
的
な
鉄
道
会
社
の
「
私
益
」
に
対
し
て
市
議
会
が
代
表
す
べ
き
「
公
益
」
を
擁
護
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を

読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
貨
物
駅
に
関
す
る
「
協
定
案
」
を
め
ぐ
る
議
論
で
、
ホ
ス
ペ
ル
ト
は
埠
頭
使
用
料
に
関
す
る
優
遇
措

置
が
、
「
私
的
企
業
の
利
益
の
た
め
に
」
導
入
さ
れ
る
こ
と
を
激
し
く
批
判
し
て
い
る
（
～
八
五
四
年
一
二
月
二
八
日
）
。
ま
た
、
ゲ
レ
オ
ン
へ
の

貨
物
駅
の
移
転
問
題
で
は
、
ホ
ス
ペ
ル
ト
と
ク
レ
ッ
セ
ン
が
県
庁
へ
の
提
訴
の
理
由
と
し
て
、
「
個
別
的
な
会
社
の
利
益
」
に
対
し
て
「
公
衆

の
権
利
」
や
「
全
体
の
利
益
」
の
擁
護
を
掲
げ
て
い
る
（
一
八
六
〇
年
二
月
九
日
）
。
す
な
わ
ち
、
「
公
益
」
や
「
全
体
の
利
益
」
の
尊
重
と
い
っ

た
「
公
共
理
念
」
が
、
鉄
道
会
社
に
対
す
る
「
抵
抗
」
に
お
い
て
、
市
議
会
議
員
た
ち
を
「
党
派
心
を
越
え
て
結
束
さ
せ
る
理
念
的
基
盤
に
な

っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
他
方
で
、
こ
の
よ
う
な
「
公
共
理
念
」
は
、
各
議
員
に
鉄
道
会
社
に
対
す
る
「
譲
歩
」
を
促
す
方
向
に
も
作
用
し
、
市
議
会
の
分
裂
の
原
因

に
も
な
っ
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
ラ
イ
ン
橋
の
建
設
用
地
に
関
す
る
議
論
で
、
土
地
譲
渡
の
優
先
を
一
貫
し
て
主
張
し

た
エ
ッ
サ
ー
は
、
「
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
公
益
」
の
た
め
に
こ
れ
が
必
要
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
（
一
八
五
六
年
五
月
二
九
日
）
。
す
な
わ
ち
、
H
G
V

の
推
薦
議
員
を
含
む
多
く
の
議
員
が
、
最
後
に
土
地
譲
渡
の
優
先
案
に
賛
成
の
態
度
を
と
っ
た
の
は
、
建
設
工
事
の
大
幅
な
遅
延
や
労
働
者
の

大
量
解
雇
に
よ
っ
て
損
な
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
「
公
益
篇
に
配
慮
し
た
結
果
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
鉄
道
会
社
に
対

す
る
「
抵
抗
」
に
消
極
的
で
あ
っ
た
会
社
関
係
者
た
ち
の
態
度
を
単
純
に
「
私
益
」
の
擁
護
と
見
な
し
た
り
、
ま
た
、
第
一
階
級
の
選
出
者
た

ち
の
鉄
道
会
社
に
対
す
る
「
妥
協
的
」
態
度
を
、
そ
の
背
後
に
あ
っ
た
国
家
権
力
に
対
す
る
「
従
属
性
」
の
証
と
し
て
短
絡
的
に
解
釈
す
る
こ

と
に
は
、
慎
重
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
言
え
る
。

　
さ
ら
に
、
こ
こ
で
指
摘
す
べ
き
は
、
メ
ヴ
ィ
ッ
セ
ン
を
は
じ
め
と
す
る
鉄
道
会
社
側
の
人
び
と
や
、
「
妥
協
的
」
態
度
を
示
し
た
第
～
階
級

の
選
出
者
た
ち
が
、
第
一
章
で
検
討
し
た
よ
う
な
鉄
道
の
「
公
共
性
」
を
重
視
す
る
理
念
に
立
脚
し
て
い
た
可
能
性
で
あ
る
。
カ
ン
プ
ハ
ウ
ゼ
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ン
は
、
鉄
道
建
設
運
動
に
お
い
て
ケ
ル
ン
の
企
業
家
層
の
な
か
で
も
指
導
的
立
場
に
あ
り
、
ま
た
、
一
八
四
八
年
に
首
相
に
任
命
さ
れ
る
ま
で

長
期
間
（
一
八
三
一
～
三
七
、
三
九
～
四
八
年
）
、
市
議
会
議
員
で
も
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
古
参
の
大
企
業
家
議
員
た
ち
が
彼
の
思
想
的
な
影
響
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

受
け
て
い
た
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
カ
ン
プ
ハ
ウ
ゼ
ン
や
ハ
ン
ゼ
マ
ン
の
説
い
た
鉄
道
の
「
公
共
性
」

と
は
、
「
国
界
的
」
な
観
点
か
ら
の
「
公
益
」
の
促
進
を
目
的
と
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
い
わ
ば
高
次
元
の
「
公
共
理
念
」
に
立
脚
す
る
な

ら
ば
、
ケ
ル
ン
市
の
固
執
す
る
権
益
や
ロ
ー
カ
ル
な
「
公
益
」
こ
そ
が
、
む
し
ろ
退
け
ら
れ
る
べ
き
「
私
益
」
と
い
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
。

①
た
と
え
ば
、
一
八
五
七
年
の
選
挙
時
に
は
、
年
間
所
得
額
が
四
〇
〇
タ
ー
ラ
ー

　
以
上
の
四
九
九
一
名
（
人
口
約
｝
○
万
五
〇
〇
〇
名
の
四
・
八
％
）
が
選
挙
人
で

　
あ
り
、
各
階
級
の
選
挙
入
の
数
は
、
第
一
階
級
二
二
〇
名
、
第
二
階
級
九
五
〇
名
、

　
第
三
階
級
三
八
一
二
名
で
あ
っ
た
。
＜
Φ
暑
塾
茸
σ
Q
甲
じ
d
Φ
「
ざ
年
一
。
。
0
刈
」
『

　
§
9
冬
、
廉
一
。
。
㎝
メ
ω
．
b
。
躰
今
b
。
仁
α
’
市
議
会
選
挙
の
仕
組
み
や
具
体
的
な
実
施
方

　
法
、
ま
た
、
以
下
で
述
べ
る
市
議
会
の
社
会
的
構
成
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

　
「
市
議
会
選
挙
」
九
…
二
二
頁
を
参
照
。

②
§
N
ミ
慧
偽
N
ミ
§
堕
笛
α
O
ふ
り
に
掲
載
の
〈
選
挙
結
果
〉
や
出
辱
鴨
象
§
｝
譜
、

　
い
ミ
ミ
寮
N
㍉
四
し
。
。
O
O
山
。
。
α
O
の
く
市
議
会
〉
欄
お
よ
び
〈
住
民
一
覧
〉
の
職
業
記

　
載
な
ど
を
参
考
に
筆
者
が
作
成
し
た
。

③
H
G
V
の
性
格
に
関
し
て
は
ゆ
．
－
ρ
℃
巴
経
曾
σ
Q
甲
閑
α
庁
興
¢
艮
ゆ
旨
9
石
馬
毎
儒

　
象
Φ
腰
2
強
ω
。
ぼ
℃
o
緊
野
l
l
＜
o
ヨ
〈
o
導
騨
N
謡
ヨ
〈
鼠
舘
ω
募
α
q
ω
ぎ
づ
｛
穿
r

　
一
『
霞
N
謹
、
＄
譜
ミ
鴨
ミ
ミ
、
耐
ω
．
逡
。
。
を
参
照
。
な
お
、
表
2
に
も
示
さ
れ
る
進
歩

　
党
へ
の
参
加
者
に
関
し
て
は
、
β
℃
胃
①
鼻
〉
津
逐
q
ミ
起
譜
、
G
§
ミ
へ
§

　
㌣
ミ
切
傍
9
§
慈
忌
鈎
§
鷺
ぎ
ミ
隷
ひ
窟
鳴
漆
N
ミ
、
臨
凝
鴨
ミ
§
ミ
ミ
誉
§
蜜
囚
α
ぎ

　
一
〇
。
。
邸
ψ
G
。
刈
よ
①
を
参
照
。

④
§
勲
ミ
肉
掴
蕊
α
企
ω
．
畠
“
心
。
。
’

⑤
国
げ
Φ
鼠
節
響
ω
．
爵
？
お
ρ

⑥
国
び
Φ
践
p
ψ
お
リ
ム
G
。
ρ

⑦
閃
げ
⑦
巴
ρ
ω
■
畠
ρ

⑧
閃
げ
魯
量
ω
9
お
ヅ

⑨
§
Q
§
肉
釣
囲
。
。
♂
甲
ω
．
9

⑩
閃
げ
㊦
己
餌
ω
．
甲
蜀

⑪
間
げ
象
号
ω
．
刈
降
山
ω
’

⑫
§
9
§
泳
榊
。
。
①
ρ
ω
．
鱒
P

⑬
臣
①
巳
p
ψ
8
幽
ド

⑭
⑮
国
σ
Φ
乙
♪
ω
』
轡

⑯
団
げ
㊦
巳
帥
ω
．
ミ
ム
。
。
’

⑰
国
ぴ
雪
量
ω
』
。
。
．

⑱
§
Q
§
湘
猶
巨
弾
”
6
。
．
日
。
。
■

⑲
国
び
Φ
邑
餌
ω
■
曽
？
囲
Φ
■

⑳
§
O
§
沁
卸
H
c
。
㎝
ρ
ω
’
ご
。
。
∴
翰
O
．

⑳
国
ぴ
の
鼠
斜
ω
’
這
。
。
「

⑫
雪
げ
①
鼠
2
ω
」
ω
ピ

⑳
国
げ
①
巳
p
ω
」
b
。
ρ
お
昏
⊃
．

⑳
拙
稿
「
市
議
会
選
挙
」
二
二
⊥
元
頁
参
照
。

⑮
　
§
O
§
肉
内
一
。
。
ゆ
倉
ω
■
お
O
－
ら
ω
ピ

⑳
§
O
§
沁
蝕
蕊
0
9
ω
．
H
ω
卜
。
．
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⑳
§
Q
§
肉
釣
蕊
繍
”
ψ
δ
9
§
Q
§
沁
蝕
冨
O
ρ
ω
9
り
合
§
勲
藩
蚤

　
一
c
Q
O
メ
ω
．
N
刈
○
〇
一
§
勲
さ
、
釣
一
〇
〇
G
日
o
Q
”
ω
．
卜
⊃
O
c
◎
“
N
刈
9
§
勲
さ
、
蝕
一
c
Q
伊
O
’
ω
■

　
鱒
零
．
ま
た
、
鉄
道
会
社
の
関
係
者
は
、
鉄
道
会
社
と
の
直
接
協
議
に
派
遣
さ
れ

　
る
代
表
団
や
、
一
八
五
七
年
四
月
に
設
置
さ
れ
た
門
鉄
道
委
員
会
扁
か
ら
排
除
さ

　
れ
て
い
た
。

⑳
　
な
お
、
ケ
ル
ン
市
議
会
は
一
八
四
六
年
一
〇
～
　
二
月
目
最
初
の
選
挙
ま
で
、

　
県
庁
に
よ
る
任
命
制
に
よ
っ
て
い
た
。
ま
た
、
カ
ン
プ
ハ
ウ
ゼ
ン
は
商
業
会
議
所

　
の
会
頭
（
一
八
三
九
～
四
七
年
）
と
し
て
も
影
響
力
を
行
使
し
た
。
く
σ
Q
門

　
囚
①
一
一
Φ
昏
②
農
＼
国
覧
一
曽
二
野
○
．
“
ω
．
り
0
め
ρ
N
起
職
尋
酵
ミ
婁
ミ
§
§
爵
鴨
、
一
ミ
、
㍗

　
恥
簿
呉
切
粋
N
ω
』
ω
メ
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お
　
わ
　
り
　
に

　
ラ
イ
ン
自
由
主
義
を
代
表
し
た
カ
ン
プ
ハ
ウ
ゼ
ン
と
ハ
ン
ゼ
マ
ン
も
、
国
家
が
鉄
道
建
設
を
進
め
る
こ
と
を
第
㎝
に
望
ん
だ
の
で
あ
り
、
私

的
企
業
が
鉄
道
を
建
設
す
る
場
合
に
も
、
国
家
に
よ
る
財
政
的
支
援
を
必
要
不
可
欠
と
考
え
た
。
ま
た
、
彼
ら
は
～
方
で
鉄
道
会
社
の
「
私

益
」
へ
の
配
慮
を
訴
え
な
が
ら
、
国
家
の
鉄
道
会
社
に
対
す
る
監
督
権
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
こ
と
は
な
く
、
私
有
鉄
道
の
将
来
的
な
「
国
有

化
」
に
つ
い
て
も
異
論
を
唱
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
彼
ら
の
態
度
に
、
市
民
層
の
国
家
に
対
す
る
「
従
属
性
」
を
看
取
す
る
こ

と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
第
一
章
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
う
し
た
彼
ら
の
鉄
道
建
設
構
想
は
鉄
道
の
担
う
べ
き
「
公
共

性
」
を
理
念
的
な
基
盤
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
ま
た
、
ラ
イ
ン
鉄
道
と
ミ
ン
デ
ン
鉄
道
の
設
立
と
発
展
の
様
相
か
ら
も
、
ラ
イ
ン
市
民
層
の
国
家
へ
の
「
従
属
化
」
過
程
を
指
摘
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
鉄
道
会
社
の
設
立
と
発
展
に
は
、
た
し
か
に
ケ
ル
ン
の
企
業
家
層
の
熱
心
な
活
動
と
資
本
力
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
ら
は
国
家
に
対
し
て
株
式
の
引
き
受
け
や
利
息
保
証
な
ど
の
支
援
を
繰
り
返
し
要
請
し
、
そ
し
て
、
実
際
の
個
別
的

支
援
を
通
じ
て
鉄
道
会
社
は
国
家
へ
の
「
従
属
性
」
を
次
第
に
強
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
「
鉄
道
事
業
法
」
や
各
鉄
道
会
社

の
「
定
款
」
に
よ
り
、
国
家
監
督
権
や
将
来
的
な
「
国
有
化
」
が
明
確
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
鉄
道
会
社
は
私
的
企
業
で
あ
り
な
が
ら
、

国
家
と
き
わ
め
て
緊
密
で
特
殊
な
関
係
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ζ
の
よ
う
な
特
徴
を
も
ち
、
な
お
か
つ
巨
大
な
経
営
規
模
を
も
っ
た
二
つ
の
鉄
道
会
社
と
、
ケ
ル
ン
市
は
鉄
道
施
設
問
題
を
め
ぐ
っ
て
激
し
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く
対
立
し
た
の
で
あ
り
、
国
家
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
を
受
け
強
硬
な
態
度
を
と
る
鉄
道
会
社
に
対
し
て
、
市
民
層
を
代
表
す
る
布
議
会
は
「
譲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

歩
」
と
最
終
的
な
「
屈
服
扁
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
と
雷
え
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
係
争
に
関
す
る
市
議
会
の
審
議
に
お
い
て
、
鉄
道
会
社
に

対
し
て
真
っ
先
に
、
あ
る
い
は
一
貫
し
て
「
妥
協
的
」
な
態
度
を
と
っ
た
議
員
に
は
、
第
一
階
級
に
よ
る
選
出
者
が
目
立
っ
た
が
、
こ
の
第
一

階
級
の
選
挙
人
で
圧
倒
的
な
優
勢
に
あ
っ
た
の
が
、
ラ
イ
ン
昏
乱
層
の
主
体
と
見
ら
れ
る
大
企
業
家
蚕
な
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う

し
た
係
争
の
過
程
は
、
ラ
イ
ン
市
民
層
の
政
治
的
「
弱
さ
」
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
通
説
を
む
し
ろ
補
強
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
本
稿
に
お
け
る
考
察
は
、
こ
れ
ま
で
の
通
説
の
枠
内
で
は
ま
っ
た
く
注
意
を
払
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
以
下
の
よ
う
な
事
実

も
浮
き
彫
り
に
し
た
。
ま
ず
、
鉄
道
施
設
問
題
を
め
ぐ
る
係
争
に
お
い
て
ケ
ル
ン
市
議
会
は
、
鉄
道
会
社
に
対
し
て
戦
わ
ず
し
て
「
屈
服
」
し

た
わ
け
で
は
な
く
、
と
く
に
ラ
イ
ン
鉄
道
と
の
係
争
に
お
い
て
は
、
「
全
会
一
致
」
に
よ
っ
て
執
拗
に
「
抵
抗
」
す
る
姿
勢
を
示
し
た
。
そ
し

て
、
第
四
章
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
市
議
会
の
こ
う
し
た
「
抵
抗
」
は
、
鉄
道
会
社
の
「
私
益
」
に
対
し
て
「
公
益
」
を
尊
重
す
る
「
公
共

理
念
」
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
理
念
に
よ
り
市
議
会
議
員
た
ち
は
、
当
時
は
依
然
と
し
て
曖
昧
で
あ
っ
た
「
党
派
」
を
越
え

て
、
結
束
し
て
行
動
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
逆
に
市
議
会
の
分
裂
と
鉄
道
会
社
に
対
す
る
「
譲
歩
」
の
背
後
に
も
、
鉄
道
施
設
の
建
設
が
遅
延
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
損
な
わ
れ
る

「
公
益
」
へ
の
配
慮
が
あ
っ
た
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
カ
ン
プ
ハ
ウ
ゼ
ン
や
ハ
ン
ゼ
マ
ン
の
鉄
道
建
設
構
想
の
影
響
を
受
け
て

い
た
議
員
た
ち
が
、
ケ
ル
ン
市
に
隈
定
さ
れ
る
ロ
ー
カ
ル
な
「
公
益
」
よ
り
も
「
国
民
的
」
な
レ
ベ
ル
で
の
鉄
道
の
「
公
共
性
」
を
重
視
し
て
、

鉄
道
会
社
の
立
場
を
擁
護
す
る
行
動
を
と
っ
た
こ
と
も
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
要
す
る
に
、
国
家
に
支
援
さ
れ
た
鉄
道
会
社
に
対
す
る
市
民
層

の
「
妥
協
」
を
、
一
概
に
彼
ら
の
政
治
的
「
弱
さ
」
に
結
び
つ
け
て
解
釈
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
最
後
に
注
意
す
べ
き
は
、
市
議
会
の
議
論
か
ら
「
階
級
的
」
、
「
党
派
的
」
対
立
の
萌
芽
も
確
認
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
鉄
道
施
設

問
題
に
お
い
て
果
敢
に
異
議
を
申
し
立
て
た
の
は
、
H
G
V
の
推
薦
を
受
け
下
位
階
級
か
ら
選
出
さ
れ
た
議
員
た
ち
で
あ
り
、
彼
ら
は
中
間
的

な
商
人
層
を
代
弁
し
、
大
企
業
家
層
を
支
持
基
盤
と
す
る
第
一
階
級
の
選
出
議
員
と
頻
繁
に
意
見
の
食
い
違
い
を
見
せ
た
。
ま
た
、
ラ
イ
ン
市
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民
層
の
鉄
道
建
設
構
想
の
基
本
的
理
念
で
あ
っ
た
鉄
道
の
「
公
共
性
」
も
、
ま
た
ケ
ル
ン
の
市
議
会
議
員
た
ち
が
ロ
に
し
た
「
公
益
」
も
、
資

本
主
義
的
な
経
済
発
展
と
密
接
に
結
び
つ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
市
民
層
の
「
公
共
理
念
」
は
こ
う
し
た
時
代
的
翻
約
を
と
も
な
う

も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
本
稿
で
は
、
一
九
世
紀
中
葉
に
お
け
る
鉄
道
建
設
に
係
わ
る
問
題
を
と
く
に
取
り
あ
げ
、
市
民
層
に
独
自
の
「
公
共
理
念
」
の
一
端
を
捉
え

る
こ
と
に
つ
と
め
た
が
、
こ
の
よ
う
な
理
念
の
実
際
的
な
効
力
と
時
代
的
な
限
界
を
さ
ら
に
明
確
に
す
る
に
は
、
他
の
問
題
領
域
に
お
い
て
も

こ
う
し
た
考
察
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
言
え
よ
う
。
～
九
世
紀
中
葉
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
で
は
、
名
望
家
行
政
の
枠
組
み
が
基
本
的
に
維
持

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

さ
れ
て
お
り
、
市
民
層
の
政
治
的
理
念
が
行
政
に
直
接
的
に
反
映
さ
れ
る
余
地
が
広
く
残
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
行
政
の

さ
ま
ざ
ま
な
領
域
に
お
い
て
、
市
民
層
の
具
体
的
な
行
動
と
そ
の
背
後
に
あ
る
政
治
的
理
念
に
関
す
る
検
討
を
今
後
も
積
み
重
ね
て
い
く
こ
と

は
、
ド
イ
ツ
市
民
層
の
歴
史
的
役
割
の
再
評
価
に
重
要
な
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
①
プ
ロ
イ
セ
ン
の
地
方
自
治
史
研
究
と
の
関
達
で
は
、
こ
う
し
た
事
例
か
ら
ゲ
マ
　
　
ド
イ
ツ
の
地
方
自
治
を
集
権
的
・
官
僚
主
義
的
自
治
と
性
格
づ
け
て
き
た
。
拙
稿

　
　
イ
ン
デ
に
対
す
る
強
力
な
官
僚
主
義
的
支
配
の
二
郷
菰
を
見
て
取
る
こ
と
も
で
き
　
　
　
　
　
「
行
政
と
財
政
」
六
七
－
六
八
頁
参
照
。

　
　
よ
う
。
我
が
圃
で
は
お
も
に
法
潤
史
的
考
察
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
プ
ロ
イ
セ
ン
・
　
　
②
拙
稿
「
行
政
と
財
政
」
九
三
一
九
四
頁
参
照
。
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Jesuit　Father　Regis’s　lnvestigation　into　the　Maritime　Province　in　1709．

by

MATSUURA　Shigeru

　　In　1709　Emperor　Kangxi　of　the　Qing　dynasty　dispatched　an　investigahng

conmiission，　which　included　such　Jesuit　Fathers　as　Regis，　in　order　to　draw　new

maps　of　tlte　Amur　district．　The　party　went　through　the　Northeastern　distxict　to

£he　town　of　Ningguta　and　then　they　went　around　the　Maritime　Province　ar｝d　left

for　the　lower　reaches　of　Amur　river．　Because　they　spent　much　time　and　it

became　colder，　they　could　not　advance　toward　the　mouth　and　tumed　back．

　　1　think　that　the　party　expressly　weRt　into　the　Maritime　Province　in　order　to

soive　the　Yezo　problem　which　was　disputed　in　Europe．　ln　those　days　some

people　thought　that　the　Yezo　district　was　part　of　the　Eurasian　Con£inent．　Others

thought　it　an　island，　but　both　people　supposecl　similarly　that　it　lied　to　the　northeast

in　the　direction　of・Korea，　or　north　in　the　direction　of　the　main　island　of　Japan．

Therefoye　Father　Regis　planned　to　go　to　the　Maritime　Province　to　investigate

fu’sthand　whether　it　was　the　Yezo　district．　As　he　could　not　confum　the　existence

of　the　Ainu　people　in　this　investigatioR，　he　concluded　that　the　Maritime　Province

was　not　Yezo，　and　that　Yezo　was　an　island　near　Japan．

　　His　investigation　became　a　tuming　point　of　the　research　into　the　Yezo　problem，

since　then　people　came　to　accept　the　hypothesis　that　Yezo　was　an　island．

Die　Problerne　der　Eisenbahnen　und　Bttrgertum　in　der　rheinischen

　　　　　　　　　Stadt　K61n　in　der　Mitte　des　19．　Jahrhunderts

von

TANAHASHI　Nobuaki

　　In　der　bisherigen　geschichtlichen　Forschung　des　deutschen　Btirgertums　sind　zu

allererst　“Kompromisse”　des　rhemischen　Btirgertums　als　Vertreter　der

Klasseninterssen　der　Bourgeoisie　mit　den　preuBischen　konservativen　Machte
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betonen．　Diese　Abhandlung　versucht　zuerst，　an　der　Vorsch12gen　der　rheinischen

Bgrger　zum　Eisenbahnbau　in　der　Mitte　des　19．　Jahrhunderts　die　politische

Grundgedanke　abzulesen，　und　dann　die　Streitigkeiten　ttber　die　EisenbahRanlagen

zwischen　die　Gemeinde　Kbln　und　die　EisenbahngeselHschaften　einer　umiassenden

Analyse　zuzufuhren．

　　Mit　Hilfe　des　UberwiegeRd　durch　die　1〈61ner　groBen　Unternehmer

bereitgestellten　Kapitals　wareR　die　Rhemische　uRd　die　K61n－Minden

EisenbalmgesellschafteR　gegr（indet　worden．　Die　rheinische　BUrger　hatten　doch

eigentlich　Bau　der　Eisenbahnen　vom　preuBischen　Staat　gewtinscht．　Auch　f｛ir　der

Eisenbahnbauen　voR　der　Privat－Gesellschaften　hatten　sie　vielmals　von　Saat　die

finanziellen　Untersttttzungen　gefordert．　Diese　Tatsache　sind　oft　als　Beweis　fUr

ihre　politische　“Schwache”　vorgelegt．　Aber　vor　aflem　L．　Camphausen　uRd　D．

Hansemann　hatten　die　Kontrolle　und　UnterstUtzungen　des　Staates　als　das

notwedigste　fUr　die　nationale　“Offentlichkeit”　des　Eisenbahns　betrachtet．

　　In　der　50er　Jahren　war　der　Bau　der　groBen　Eisenbananlagen，　besonders　des

Zentral－Gifter－Bahnhofes　und　der　festen　Rheinbrtkcke　in　K61n　vorgesehen．　Auf

die　Grund　unterschiedlichster　Probleme　beztiglich　dieser　Anlagen　standen　sich　die

Gerneinde　Kdln　und　die　beiden　Eisenbahngesellschaf£en　als　Kontraheltten

gegenUber．　Die　Stadtverordnetenversarrmilung　war　immer　wieder　gezwungen，

den　Gesegschaften　nachzugeben，　deneR　die　preuBische　Staatsregierung　die

URterstUtzung　gewalllren　hatte．　Gleichwohl　legte　die　Versarnmlung　melllrmals

“einstimming”　heftigen　Protest　gegen　die　Fordeningen　der　Gese｝lschafteR　ein．

Die　Stadtverordneten　hande｝ten　gemtiB　eiRer　gemeisamen　Grundidee，　die　noch　bar

jeglicher　Verp且ech加ng　mit　Klassen血teresse11，　auf　die　Vertretung　des

“Gemeinwohls”　gegen　die　privaten　lnteresseR　abzielte．
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